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男女平等参画都市宣言 

 

わたしたちは、男女が平等で、 

一人ひとりの人権を尊重し合い、 

個性と能力を十分に発揮し、 

自立して生きる社会をめざします 

 

２１世紀を迎え、町田市は、 

職場・学校・地域・家庭をはじめ、 

社会のあらゆる領域で、男女の真の平等と 

真の参画を推進するため 

 

ここに、「男女平等参画都市」を宣言します 

 

２００１年２月１日 

町田市 

 

 

1 計画の基本理念 

「町田市男女平等推進計画」は、男女がその基本的人権を 

尊重し合い、自らの意思によってあらゆる分野の活動に対等 

な立場で参画する機会が確保され、政治的、経済的、社会的、 

文化的利益をともに享受することができ、ともに責任を担っ 

ていくことのできる、「男女平等参画社会」の形成をめざし 

て策定するものです。 

本市では、第３次計画のなかで「男女平等参画社会の形成 

をめざして」を基本理念として掲げ、男女平等参画施策を推 

進してきました。しかしながら、男女平等参画社会を取り巻 

く環境は変化しており、多様性の尊重や個人の意思に基づい 

た自由な生き方の実現がより一層求められています。一人ひ 

とりが持つ基本的権利である人権を尊重し、個性と能力を生 

かしてその人らしく生きることは、多様性に富んだ豊かな社 

会の実現につながります。そこで、２００１年（平成１３年） 

２月に本市で行われた「男女平等参画都市宣言」に基づき、 

「その人らしさを発揮できる社会」の形成をめざします。 
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2 計画の位置づけ 

本計画は以下のように国や都の関連計画や市の各計画との整合を図り、推進します。 
 

（１）本計画は、「町田市女性行動計画―まちだ女性プラン（第１次）」を発展させた「町田市男女平等推進計画（第２次）」、「第３次町

田市男女平等推進計画」を基礎に、現状に即した新たな施策を加えて「男女平等参画社会」を実現するための施策推進の指針とす

るものです。 

（２）本計画は、国の「男女共同参画社会基本法」「第４次男女共同参画基本計画」及び東京都の「男女平等参画基本条例」「男女平等参

画のための東京都行動計画」を踏まえて策定しています。 

（３）本計画は、「町田市基本計画」「男女平等参画都市宣言」に基づき、関連計画との整合性を図りながら策定しています。 

（４）本計画は、町田市男女平等参画協議会における意見や、「町田市男女平等参画に関するアンケート調査」結果、「町田市内企業実態

調査」結果など、市民や市内事業者からの意見および調査結果を尊重しています。 

（５）本計画は、男女平等参画社会の形成に関して本市がめざしている方向性や施策を明らかにすることにより、市内で活動するあらゆ

る市民・事業者等の理解と協力を得るとともに、さらなる参画を期待するものです。 

（６）本計画のめざすべき姿Ⅰ基本施策２「男女間のあらゆる暴力の根絶」施策の方向Ⅰ-２-１～２は、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律第２条の３第３項に基づく、本市における「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の

実施に関する基本的な計画」（市町村基本計画）に位置づけます。 

（７）本計画のめざすべき姿Ⅱ基本施策１「雇用や職業等の場における男女平等参画の推進」は、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律第６条第２項に基づく、本市における「女性の職業生活における活躍推進計画」（市町村推進計画）に位置づけます。 

 

 

３ 計画期間 

本計画の期間は、２０１７年度から２０２１年度の５カ年とします。 
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4 計画の体系   

      

 

現状 めざすべき姿

Ⅰ 一人ひと
りの人権を
尊重するま
ち

Ⅱ 一人ひと
りが個性と
能力を生か
して活躍で
きるまち

基本施策 施策の方向

固定的な性別役割分担

が依然として高い

ハラスメントや精神的暴力

等の根絶に向けた意識啓発

が求められる

妊娠・出産、健康の害等に

ついての相談体制や情報提

供の充実が求められる

多様な働き方を求める

割合が増加している

育児・介護支援の充実

を希望する割合が増加
している

地域活動や社会活動参加者

が５割程度である

１．お互いを尊重しあう意識の醸成

２．男女間のあらゆる暴力の根絶

３．生涯を通じた男女の健康支援

基本理念：その人らしさを発揮できる社会の形成をめざして

Ⅰ-１-１ 男女平等参画に関する教育、情報、学習機会の提供

Ⅰ-2-1 配偶者等からの暴力の根絶に向けた啓発の推進

Ⅰ-2-2 配偶者等からの暴力による被害者への支援

Ⅰ-2-3 ハラスメントやその他暴力への対策

Ⅰ-3-１ 性を尊重する意識の浸透

Ⅰ-3-2 性差に応じた健康支援の充実

Ⅱ-１-１ 多様で柔軟な働き方を選べる環境整備への支援

Ⅱ-１-2 女性の活躍推進に向けた取り組みへの支援

Ⅱ-2-１ 子育てに対する支援

Ⅱ-2-2 介護に対する支援

Ⅱ-3-１ 男女がともに参画する地域社会づくり３．地域における男女平等参画の推進

２．仕事と家庭生活の調和に向けた育児・介護

の支援

１．雇用や職業等の場における男女平等参画

の推進
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5 めざすべき姿 

「その人らしさを発揮できる社会」の形成に向け、男女平等参画施策を進めていく上で、めざすべき姿を２つ設定しています。 

 

○めざすべき姿Ⅰ 一人ひとりの人権を尊重するまち 

 

固定的な性別役割分担意識に基づく制度や慣習、差別や偏見、男女間の暴力などの人権侵害は、今なお根強く残っており、男女平等 

参画社会の実現を阻害する大きな要因の一つとなっています。 

このような差別や人権侵害は、価値観や倫理観などの個人の意識から生まれるものです。したがって、個人の持つ人権が性別にかか 

わらず尊重される男女平等参画社会の実現にあたっては、一人ひとりが人権尊重の重要性を認識することが必要です。 

このことから、本市の男女平等参画施策の実施にあたり、めざすべき姿Ⅰを、「一人ひとりの人権を尊重するまち」とします。 

 

○めざすべき姿Ⅱ 一人ひとりが個性と能力を生かして活躍できるまち 

 

家事・育児や介護などはいまだ女性の負担が大きく、妊娠・出産・育児などのために離職する女性は多い状況です。一方で、長時間 

労働により、多くの男性は家庭生活や地域活動にかかわりたくてもかかわれていないのが実情です。 

固定的な性別役割分担意識にとらわれることなく誰もが社会に参画できるよう、仕事と生活の調和を実現するとともに、その必要性 

について市民が認識し、行動に移すことが重要です。 

このことから、本市の男女平等参画施策の実施にあたり、めざすべき姿Ⅱを、「一人ひとりが個性と能力を生かして活躍できるまち」 

とします。 
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6 基本施策 

めざすべき姿を実現するための基本となる施策を、市の現状と課題を踏まえて設定しています。 

 

●めざすべき姿Ⅰ 一人ひとりの人権を尊重するまち 

 

基本施策 1 お互いを尊重し合う意識の醸成 

 

○Ⅰ－１－１ 男女平等参画に関する教育、情報、学習機会の提供 

男女平等参画の重要性とその内容を理解することができるよう、あらゆる媒体を通じた情報提供及び多様な学習機会の提供を行

います。 

また、次代を担う子ども達が、個性と能力を十分に発揮できるよう、男女平等の視点に立った教育を行います。 

 

基本施策２ 男女間のあらゆる暴力の根絶 

 

○Ⅰ－２－１ 配偶者等からの暴力の根絶に向けた啓発の推進 

配偶者等からの暴力は、被害者に対する重大な人権侵害であるという認識を広く浸透させる取り組みを進めます。 

 

○Ⅰ－２－２ 配偶者等からの暴力による被害者への支援 

配偶者等からの暴力による被害者の早期発見に向けて、相談体制の充実を図ります。また、被害者の安全の確保に向けて、関連組 

織や警察等との連携を強化し、被害者の状況に応じた支援を行います。 

 

○Ⅰ－２－３ ハラスメントやその他暴力への対策 

あらゆるハラスメントの防止に向けて、事業所等に情報提供を行います。 

また、性暴力、ストーカー、性の商品化等に関する被害の防止に向けて、意識啓発を行うとともに、相談窓口などの周知に努めま 

す。 
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基本施策 3 生涯を通じた男女の健康支援 

 

○Ⅰ－３－１ 性を尊重する意識の浸透 

男女が互いの性について、理解し尊重できるよう、あらゆる世代に対して情報提供や学習機会の提供を行います。 

 

○Ⅰ－３－２ 性差に応じた健康支援の充実 

男女が生涯にわたって健康な生活を送ることができるよう、健康に関する情報提供に努めます。また、関係機関との連携により、 

性や健康にかかわる各種相談事業を充実します。 

 

●めざすべき姿Ⅱ 一人ひとりが個性と能力を生かして活躍できるまち 

 

基本施策１ 雇用や職業等の場における男女平等参画の推進 

 

○Ⅱ－１－１ 多様で柔軟な働き方を選べる環境整備への支援 

男女がともにその能力を十分に生かせる職場環境の整備を支援するため、企業や事業者等に対して、法制度等に関する周知・啓発 

活動に努めます。 

また、市役所内におけるポジティブ・アクション※１を推進し、男女がともに働きやすい職場環境を整備します。 

 

○Ⅱ－１－２ 女性の活躍推進に向けた取り組みへの支援 

女性自身のエンパワーメント※２を図り、職業生活において活躍することができるよう、再就職支援、起業支援などの取り組みを展 

開するとともに、女性の就労に関する相談について適切に対応します。 

 

 

※１ ポジティブ・アクション（積極的改善措置） 

   自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお 

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること。 

 

※２ エンパワーメント 

   力（パワー）をつけることの意。女性のエンパワーメントは、女性が自分自身の生活と人生を決定する権利と能力を持ち、様々 

なレベルの意思決定過程に参画し、社会的・経済的・政治的な状況を変えていく力を持つことを意味する。 

10



基本施策２ 仕事と家庭生活の調和に向けた育児・介護の支援 

 

○Ⅱ－２－１ 子育てに対する支援 

男女がともに希望する働き方を実現できるよう、多様なニーズに応じた保育サービスを充実します。また、情報提供や相談体制の 

充実を図り、サービスを利用しやすい環境をつくります。 

 

○Ⅱ－２－２ 介護に対する支援 

介護者のワーク・ライフ・バランスを保てるよう、介護サービスの利用方法などに関する情報提供や相談体制の充実を図ります。 

 

基本施策 3 地域における男女平等参画の推進 

 

○Ⅱ－３－１ 男女がともに参画する地域社会づくり 

地域における意思決定の過程や防災対策に男女双方の視点を取り入れるため、情報の収集・提供を行うとともに、講習会を実施す 

ることで、参加しやすい環境づくりに努めます。 

また、市の政策・方針決定に関わる審議会・委員会等の委員に女性の登用を促します。 
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7 計画の評価 
 

①評価の目的 

計画に位置づける基本理念「その人らしさを発揮できる社会の形成をめざして」の元に掲げられた、２つのめざすべき姿を実現す 

るため、第４次計画では、６つの基本施策、施策ごとの事業について進捗調査を実施し、現状の確認と推進状況の把握をするために

行いました。 

 

②評価の方法 

以下の点につき、各事業を男女平等推進の視点から再確認し、進捗状況について自己評価するという進捗調査を実施しました。 

１、取り組み内容 

２、取り組み実績 

３、振り返りと今後の目標 

事業ごとの現状確認及び自己評価結果をもとに、「男女平等参画協議会」「男女平等推進会議」において、計画の進捗状況の評価を 

行いました。 

 

③町田市男女平等参画協議会の評価 

  事業ごとの進捗調査をもとに、今の社会情勢をかんがみて、特に評価、意見を行うべきと判断したものを、「進捗状況全般におけ  

る評価・意見」として、まとめました。 

 

④町田市男女平等推進会議の評価 

   事業ごとの進捗調査をもとに、基本施策ごとに評価・総評を行いました。 

   評価は３段階です。星の数が表わす評価内容は以下の通りです。 

 

★★★：男女平等につながり効果的である 

         （現状のまま取り組むことが妥当なもの） 

★★ ：おおむね男女平等推進につながっている 

         （さらに工夫を重ね、取り組む必要があるもの） 

★  ：ある程度の推進・効果があるがまだ不十分である 

       （取り組みの再確認や改善を要するもの） 
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町田市男女平等参画協議会からの進捗状況全般における評価・意見 
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推進状況全般における評価・意見について 

２０２２年１０月 

町田市男女平等参画協議会 

会 長 石阪 督規 

 

２０２２年度の町田市男女平等参画協議会では、２０２１年度の各事業の進捗状況に関する議論の他、当該年度が最終年度となる第４

次計画への総括的な議論も行った。また、依然として新型コロナウイルスの感染拡大が繰り返されたことから、各事業の進捗状況に影響

が生じた。この部分については、２０２０年度の各事業と同様に、結果のみに着目するのではなく、コロナ禍における取り組みの工夫や

新たな試みなども前向きに評価することとした。 

 

【開催状況】 第 1 回・・・７月１３日   第 2 回・・・９月２８日 

※２０２３年１月１７日に第３回男女平等参画協議会を開催したが、本議題については第 2 回会議まで議論。 

 

議論した内容や指摘事項については、以下のとおりである。 

 

【2021 年度の男女平等施策に関する推進状況に関する評価・意見】 

・コロナ禍で対面でのイベントや会議ができず、必要に迫られオンラインでの開催をしていたが、徐々に技術が向上し効果的な手法と

して活用できている。コロナ収束後も、このノウハウを生かし、継続していくべきである。 

・ＤＶ、モラハラの理解は広がっているように感じるが、法的な対応では費用がかかり躊躇してしまう、など埋もれている案件もある。

各相談窓口の周知を強化していく必要がある。 

 ・ＬＩＮＥ相談などＳＮＳを活用した相談支援を視野に入れている事業も見受けられるが、例えば法律相談においては、書類を使って 

法的な説明などを行うため、対面で行うほうが意思疎通しやすいものもある。相談の性質や相手によって使い分けることが必要で 

はないか。 

 ・徐々に男性の育児休業取得者が増えているように感じるが、対象となる若い世代だけでなく、取得者を取り巻く全世代へのさらなる

理解促進が必要である。 
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・男性の育児休業については、取得率が高くなってきたが実際には数日しか取れていないという話も聞いている。取得期間を拡大して

いくことも大切である。 

・女性活躍が進んではいるが、一方で、家庭での家事・育児の負担が大きく、仕事を辞める女性も多い。企業側の理解も必要であるが、 

小さいころからの教育の場で男女が同等に、仕事・家庭を担うという意識付けを行ってほしい。 

 

 

【新型コロナウイルス感染症による影響や変化】 

・働き方の変化について、ワーク・ライフ・バランスの側面からみるとテレワークやリモート会議の普及など良い影響があった。 

・テレワークやオフィス勤務に限らず、成果を出し上司が確認できれば良いが、テレワークは雇用主や管理職側からみると、労務管理 

が難しくなったという声も聞く。今後は相互に仕事の実態や成果を確認できるような仕組み作りを構築していく必要がある。 

・管理職側の労務管理の工夫として、定期的に会議を入れるなど工夫しながら運用を進めている。 

・テレワークやリモート会議の普及によって、オフィス勤務が減り、コミュニケーションの機会が減ったことで、改めて対話や対面す 

ることの大切さにも気づかされた。 

 

 

【第４次計画の総括や第５次計画に向けた意見・要望】 

・審議会、委員会等の女性比率が上がらなかったのは課題である。例えば、大学と連携し学生を委員に入れるなど、人材の開拓の仕方

を工夫する必要がある。また、子育て世代の女性が委員になりやすいよう、各会議体で託児サービスを導入し、会議中は子どもを預

けられるようにするなど、環境面を整えることも必要ではないか。 

・コロナ禍を経て、テレワークの普及や働く人の働き方や価値観が変わったことや、育児介護休業法の改正などにより、男性の育児休

業や介護休業を取る人が増えてきた。このような社会の変化を踏まえ、ワーク・ライフ・バランス推進企業賞について、評価基準な

どの見直しを検討してはどうか。 

・広報の手法について、第 4 次計画の各事業を見ると、全体として従来の市ホームページ、広報まちだ、リーフレットなど、紙媒体中

心の広報が多い。今後はＳＮＳの活用などデジタル技術を活用し、さらには対象者のターゲットを絞るなどして情報の届先の顔を意

識し発信するなど、効果的で効率的な広報の手法について検討し、実施してほしい。 

・市全体の女性管理職比率を高めるために、市役所が手本となりロールモデルを示すことで民間事業者も検討するので、まずは市が積

極的に女性管理職比率を高める取り組みを行ってほしい。 
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町田市男女平等推進会議からの評価・総評 
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評価年度 評価 総　評（2021年度実施分）

2022 ★★

　情報提供の方法として、広報まちだやホームページの活用は定着しているが、情報提供は
紙媒体が中心の提供型が主である。
　今後は、ＳＮＳをはじめとするデジタル媒体（拡散性や繰り返し視聴可能といったメリッ
トがある）の活用や、イベント時に関連情報として周知するといった工夫を検討されたい。
　また、２０２２年１０月には東京都のパートナーシップ宣誓制度が始まるなど、性の多様
性については、変化も大きいため、社会状況にあった教育に努めていただきたい。

男女平等推進会議

めざすべき姿Ⅰ　一人ひとりの人権を尊重するまち
基本施策１　お互いを尊重し合う意識の醸成

○全体的に、前年度を踏襲した取り組みが多い。「教育と指導」や「情報や資料等の収集・提供」などの取り組みに対
しては、もう少しやり方を考える必要がある。
○「学習機会の提供と支援」については、所管課が実施講座の内容に工夫して取り組んでいることがわかる。参加人数
等の成果が下がっている取り組みもあるものの、効果的な取り組みであると評価する。
○「職員の意識を高めるための研修等の実施」について、所管課が考えて取り組んでいることが伝わり効果的である。
○各種講座・イベント、男女平等フェスティバルについては、テーマを工夫して実施し、参加者が様々な気づきを得て
いることからも一定の成果をあげており評価できる。
○男女平等推進センターなど資料の貸出は、存在自体を知らない人が多いと思われ、改善の余地がある。
○男女平等参画条例については、他自治体等の動向を踏まえ、ＳＤＧｓの目標やパートナーシップ制度との関係性を整
理し、今後の検討につなげられたい。

委員コメント
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評価年度 評価 総　評（2021年度実施分）

2022 ★★

　新しい取り組みは少なかったようだが、講座をオンラインで開催するなど、工夫して事業
を継続することができた。新型コロナウイルス感染症の影響が徐々に軽減されている状況の
中で、実施する事業のタイプに応じた手法の使い分けが進展した年度であったと理解する。
　地道な取り組みが求められるものばかりだが、その中で当事者とのかかわり方や当該当事
者と関係を有する可能性のある人たちへの啓発は、この問題への意識が浸透するまで息の長
い取り組みになる。
　今後も社会情勢の変化に柔軟に対応し、あらゆる場面で暴力は許さないという意識の醸成
に努めてほしい。

めざすべき姿Ⅰ　一人ひとりの人権を尊重するまち
基本施策２　男女間のあらゆる暴力の根絶

男女平等推進会議

委員コメント

○大学等における講座開催や相談先の周知カードの設置により、若年層向けの普及啓発を行うことができた。
○近年、SNSを使い匿名で誹謗中傷を行うなど暴力が多様化、複雑化している。
○現状では効果的である取り組みも、社会情勢などの変化により見直しを迫られるものもあるため、時折立ち止まって
の振り返りが必要である。
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評価年度 評価 総　評（2021年度実施分）

2022 ★★

　検査・検診体制や性・健康にかかる相談事業は、検査者数や相談件数が着実に伸びてお
り、積極的な取り組みが評価できる。また、健康支援のための啓発や講座への取り組みにつ
いても、前年度を上回る実績をあげており積極的に取り組んできていることがうかがえる。
　小・中学校における人権尊重の視点に立った性教育の充実については、例年どおりの実績
をあげており一定の評価はできる。
　一方で、2020年度と2021年度の違いが見受けられない事業も多くあった。性教育や各
種相談事業などは、確実に実施されることが重要であるが、事業内容の更新も必要である。
　引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、新たな取り組を考えていく必要
がある。

めざすべき姿Ⅰ　一人ひとりの人権を尊重するまち
基本施策３　生涯を通じた男女の健康支援

男女平等推進会議

委員コメント

○乳がんやがん検診の普及啓発については、新しい媒体も活用しながら、積極的にすすめることができ、女性のがん検
診の受診者数も増加した一方で、HIV・性感染症の検査相談事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が続いている。
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評価年度 評価 総　評（2021年度実施分）

2022 ★★★

　コロナ禍ではあったが、感染対策を取って、新たなセミナー開催や中止としていた就職準
備セミナーの開催などに取り組んだことで、企業や事業者等のワークライフバランスや育
児・介護に関する制度の理解や周知が進んだといえる。
　また、市職員を対象とした取り組みとして、時差勤務の運用面の見直しやオフサイトミー
ティングなどを行っており、職場環境の改善が進んだことが評価できる。
　今後もコロナ禍の状況は続くと思われるが、今までの取り組みだけでなく、目的に対する
成果を再確認し、視点の見方を変えて新たな雇用や職場等における男女平等参画の推進を図
られてみてはどうか。

めざすべき姿Ⅱ　一人ひとりが個性と能力を生かして活躍できるまち
基本施策１　雇用や職業等の場における男女平等参画の推進

男女平等推進会議

委員コメント

○企業や事業者等に対する啓発チラシや、「町田市仕事と家庭の両立推進企業賞」の表彰制度や受賞者を紹介するパン
フレットの配布によって、事業者へのワーク・ライフ・バランスや育児・介護休業に関する制度の理解や周知を進める
ことができたと考える。
○市職員を対象として、オフサイトミーティングや座談会など、管理職選考の対象となる女性係長級に対して昇任意欲
の向上を図る取り組みを進めているほか、現役の女性管理職を紹介する情報紙を発行するなど、女性管理職のイメージ
が職員全体に共有され、男女がともに働きやすい職場環境に向けた取り組みができたと考える。
○育休明けの職場復帰支援をテーマにしたセミナーや受講者同時のコミュニティ形成を促す取り組みを実施した女性創
業スクールなど、新たな視点で働きかけを行うことで参加者から高い評価が得られたので、女性が就業生活で活躍でき
るよう、適切に支援できていると考える。
○女性への再就職支援、起業支援などでは、女性創業スクールにおけるカリキュラムの見直しなどによって、女性の就
労に関する相談機会を充実させることができている。
○オンラインでのセミナー実施や講座の代替としてパネル展示での啓発を行うなど、創意工夫を行い取り組んだこと
で、企業や事業者等の、ワークライフバランスや育児・介護に関する制度の理解や周知が参加者の感想から進展してい
るところを評価する。
○市内中小企業へのワークライフバランスの推進支援などを一歩進めるため、デジタル技術などを活用する手法も良い
と思う。
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評価年度 評価 総　評（2021年度実施分）

2022 ★★★

　子育てに対する支援については、保育環境の拡充が図られた。介護に対する支援について
は、家族介護者へのサポートが強化された。
　また、各課で実施している相談事業やイベント等においても参加者数が前年比を大きく上
回っており、コロナ感染予防策を徹底したうえ手法等を工夫して成果を上げている点は評価
できる。
　今後は、コロナ禍においても相談しやすい体制及びSNS等の活用を含めた情報提供の充実
に向け、引き続き研究してほしい。また、市民ニーズを把握・分析しながら各事業を推進し
てほしい。

めざすべき姿Ⅱ　一人ひとりが個性と能力を生かして活躍できるまち
基本施策２　仕事と家庭の調和に向けた育児・介護の支援

男女平等推進会議

委員コメント

○介護に対する支援については、家族介護者交流会の実施回数を増やすなどして、家族介護者の精神面のサポートを強
化している。
○延長保育、一次保育、学童一時預かり、送迎保育ステーション、さらには病児保育の取組拡充など、多様な保育ニー
ズに応えられており、コロナ禍においても保護者が安心して就労できることに繋がっている。このことは男女ともに希
望する働き方を実現することにも繋がると考えられ評価できる。
○介護者のワークライフバランスを保つためには、利用できるサービスを知ってもらうため、介護保険に関する情報周
知を継続して行うことが重要である。
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評価年度 評価 総　評（2021年度実施分）

2022 ★★

  講演会や各種事業等への女性参加者の割合を向上させる取り組みについては、長引くコロナ
禍の影響等により引き続き厳しい状況が見て取れる。しかしながら、内容等の工夫により前
年を上回る成果を得ている取り組みもある。このような状況においても何ができるか、この
ような状況だからこそ何をすべきかという志向で、取り組みを進展させていくことが求めら
れる。
　また、各付属機関等の女性委員等の割合の向上については、これまでの継続した働きかけ
等により微増となっており、選考する際の所管課の女性登用意識は高まっていると思われ
る。引き続き、所管課に対する意識付けや委員選任の際のチェックシートを作成するなど、
目標達成に向けて取り組む必要がある。

めざすべき姿Ⅱ　一人ひとりが個性と能力を生かして活躍できるまち
基本施策３　地域における男女平等参画の推進

男女平等推進会議

委員コメント

○重症化リスクの高い高齢者等を対象とした事業の、積極的展開が難しいことについては引き続き研究してもらいた
い。
○自主防災組織リーダー講習会の女性の参加割合が、２０２０年度に比べ９．２ポイント増加したのは、講演内容が女
性の関心を惹くものであったのではないかと思われる。今後は更に、女性の参加を促す内容をアンケートで聞くなど、
市民に自分事と思って参加してもらえる工夫が求められる。
○2021年度は、防災講座などは新型コロナウイルス感染症の影響で参加者が少なかったこともあり防災に対する十分
な周知ができなかったと思う。
○地域活動の参加しやすい環境づくりにおいては、地区協議会で活動されている方の紹介等を行っているが、女性にス
ポットを当てて紹介することで、より女性参加の促進に寄与するのではと感じた。
○「まちカフェ！」は、２０２０年度と同様の開催となったが、オンラインによる開催を手厚くしたことにより、来場
者が約１，０００人増加したことは評価に値する。また、地区協議会活動報告冊子「The Road 町田人」を新たに発行
し、地域で活動している人を紹介することで、新たな人材の育成に繫がることが期待される。
○地域活動の重要性や情報伝達方法など、男女問わず参加できるように周知方法など工夫する必要がある。
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施策の方向（各事業）の評価結果 
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020
　男女平等参画条例制定の必要性な
どを検討するため、東京都の市部、
区部の状況について調査を行った。

条例制定自治体
特  別  区：15区/23区
東京26市：13市/26市

　本市は男女平等参画都市宣言及び男女平等
推進計画を策定し、男女平等についての姿勢
を表明し推進している。
　また、条例の制定のあり方については、第
5次計画策定時に、社会情勢や他市の状況を
注視しながら、検討していきたい。

★★

2021
　条例の必要性、内容などを検討す
るため、東京都の市部、区部の状況
について確認した。

条例制定自治体
特  別  区：15区/23区
東京26市：13市/26市

　本市は男女平等参画都市宣言及び男女平等
推進計画を策定し、男女平等についての姿勢
を表明し推進している。
　条例については、「男女平等参画」だけで
なく、「性の多様性」についての社会情勢や
他市の状況を注視しながら、検討していきた
い。

★★

【めざすべき姿Ⅰ】【基本施策1】お互いを尊重し合う意識の醸成
【施策の方向Ⅰ－1－1】男女平等参画に関する教育、情報、学習機会の提供

No.1  「（仮称）男女平等参画条例」の制定検討

対象 :  市民、事業者、市組織

男女平
等推進
セン
ター

内容 :  町田市にふさわしい「（仮称）男女平等参画条例」の制定についての検討を行います。
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

指導課 2020

　授業では学習指導要領に基づき、
小学校第4学年の体育（保健）「育
ちゆく体とわたし」において体の発
育・発達について、中学校第1学年
の保健体育（保健分野）「心身の機
能の発達と心の健康」において身体
機能の発達や生殖にかかわる機能の
成熟についての指導を通して、男女
の特徴や異性の尊重、成長の個人差
についての理解を図った。
　また、特別の教科 道徳の学習に
おいて、男女間の在り方や互いの人
格の尊重、差別・偏見のない社会の
実現等について指導した。そのほ
か、各教科や、学級活動、児童生徒
会活動、学校行事などの特別活動、
個別の相談等、学校教育活動全体で
指導した。

・保健「育ちゆく体とわたし」
小学校の第4学年で4時間程度実
施。

・保健体育「心身の機能の発達
と心の健康」
中学校の第1学年で5時間程度実
施。

・特別の教科 道徳
小・中学校の全学年で35時間程
度実施。

　各学校では、学習指導要領、各学校の教育
課程及び学習指導計画に基づいて、それぞれ
の場面の特性を踏まえ、指導の対象に応じて
目標を明確にし、創意工夫して指導してい
る。その結果、発達段階に応じた知識・理解
を深め、自他を尊重する態度を育てることが
できていると考える。
　今後も、学校の実態や学習指導要領の内容
を踏まえた指導を行っていくとともに、性の
多様性についてどのような指導が必要か、検
討しながら進めていく。

★★

対象 :  市民、市組織

No.2  男女平等の視点に立った教育と指導

内容 :  児童・生徒が性別にとらわれることなく、個性と能力を十分に発揮できるよう、学校教育の場において、男女平等の視点に立った教育と
指導を、性の多様性についても配慮しながら行います。
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指導課 2021

　授業では学習指導要領に基づき、
小学校第4学年の体育（保健）「育
ちゆく体とわたし」において体の発
育・発達について、中学校第1学年
の保健体育（保健分野）「心身の機
能の発達と心の健康」において身体
機能の発達や生殖にかかわる機能の
成熟についての指導を通して、男女
の特徴や異性の尊重、成長の個人差
についての理解を図った。
　また、特別の教科 道徳の学習に
おいて、男女間の在り方や互いの人
格の尊重、差別・偏見のない社会の
実現等について指導した。そのほ
か、各教科や、学級活動、児童生徒
会活動、学校行事などの特別活動、
個別の相談等、学校教育活動全体で
指導した。

・保健「育ちゆく体とわたし」
小学校の第4学年で4時間程度実
施。

・保健体育「心身の機能の発達
と心の健康」
中学校の第1学年で5時間程度実
施。

・特別の教科 道徳
小・中学校の全学年で35時間程
度実施。

　各学校では、学習指導要領、各学校の教育
課程及び学習指導計画に基づいて、それぞれ
の場面の特性を踏まえ、指導の対象に応じて
目標を明確にし、創意工夫して指導してい
る。その結果、発達段階に応じた知識・理解
を深め、自他を尊重する態度を育てることが
できていると考える。
　今後も、学校の実態や学習指導要領の内容
を踏まえた指導を行っていくとともに、性の
多様性についてどのような指導が必要か、検
討しながら進めていく。

★★
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020
　父親と子どもを対象としたイベン
トや育児講座を実施した。

地域子育て相談センター5箇所
　実施回数：8回
　参加者数：82名（父親）

　2020年度は、全地域子育て相談センター
で計11回実施予定であったが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により一部中止した。
親子でのスキンシップ、講師による講座等、
参加者のニーズに合ったプログラムを企画し
たことで、参加者から好評であった。
　また、新型コロナウイルス感染症対策のた
め、公園を利用するなど、工夫を行い実施し
た。

★★★

2021
　父親と子どもを対象としたイベン
トや育児講座を実施した。

地域子育て相談センター5箇所
　実施回数：9回
　参加者数：73名（父親）

　2021年度は、当初の予定通り、全地域子
育て相談センターで計9回実施した。親子で
のスキンシップ、講師による講座等、参加者
のニーズに合ったプログラムを企画したこと
で、参加者から好評であった。
　また、父親同士が情報交換する時間を設
け、子育てを通したつながりが持てるような
働きかけを行った。
　今後も、父親の育児参加を支援する講座を
実施していく。

★★★

No.3   学習機会の提供と支援

内容 :  男女平等参画に関わるテーマについて理解を深めるための講座を実施します。また、自主的な学習活動に対して、場の提供など支援を行
うとともに、保育・託児付きの事業を充実し、乳幼児をもつ親の参加を支援します。

対象 :  市民

子育て
推進課
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2020
市民大学HATSでの講座
1.人間学

「人生百年時代の夫婦関係　卒
婚」の講座で40名が参加。

振り返り（感想）：
「男性の目線、女性の目線、夫の目線、妻の
目線、男性の思い、女性の思い、夫の思い、
妻の思い、お互い相手の内面、内心を理解す
ることはむずかしいこと。相手は変えられな
い、こちらが変わる努力が大切とこの年に
なって気が付き、思い方を変えると何だか楽
になりました。思いやり、優しさが大切。卒
婚、意義深く聞かせて頂きました。」等の感
想があり、受講生の意識に変化が見られたよ
うに思う。

今後の目標：
市民大学は各講座のテーマをもとに企画する
ため、男女平等の観点とは一致しないことも
あるが、可能な範囲で講座のなかで取り上げ
ていきたい。

★★★

2021
・市民大学人間関係学講座
・乳幼児の保護者向け講座（保育付
き）
・市民大学福祉講座

・連続講座の第4回で「歴史学
の視点から見たジェンダー」を
テーマに講義を実施し、20名が
受講。
・7回連続講座を前・後期で2回
実施。前期講座中の第4回で
「家族が笑顔になる！夫婦のコ
ミュニケーション術」をテーマ
にNPO法人全日本育児普及協会
会長　佐藤　士文氏による講義
を実施し、16名が受講。
・公開講座で「あなたの隣の
LGBT」をテーマに講演会を実
施し、32名が受講。

振り返り：
・歴史の中でのジェンダーの説明を聞けて勉
強になりました。
・パパの立場からのお話が聞けてとても有意
義な講座でした。子ども・パパの心のバケツ
を満たして家族が笑顔ですごせるように実践
していこうと思います。
・身近な例や日常で起きやすいことを活用し
ながら説明をして下さってわかりやすかった
です。職場でも書類の性別はなくしていま
す。
等の感想が寄せられ、ジェンダーや性の多様
性への理解が深まった。

今後の目標：
市民大学は各講座のテーマをもとに企画する
ため、男女平等の観点とは一致しないことも
あるが、可能な範囲で講座のなかで取り上げ
ていきたい。

★★

生涯学
習セン
ター
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2020

　新型コロナウイルス感染症の影響
で例年通りの事業実施が難しい中、
感染症対策を行いながら、怒りのコ
ントロール方法を学ぶ「アンガーマ
ネジメントで毎日笑顔」や、「女性
のための防災講座」などを実施し
た。
　例年、男女平等推進センター運営
委員会が主催する「シネマでトー
ク」は、新型コロナウイルス感染症
の影響により年間を通して中止と
なった。

開催講座数：14講座（内共催講
座4講座）
講座満足度：91.6％

　新型コロナウイルス感染症の影響で例年よ
り講座の実施回数は少なくなった。しかし、
感染予防のため外出がしづらくイライラしや
すい、運動不足になりやすい時期に、怒りの
コントロールを学ぶアンガーマネジメントの
講座、体を動かすピラティスの講座など、時
流に合ったイベントを実施することができ
た。
　今後も新型コロナウイルス感染拡大に関す
る状況を見極めながら、講座、講演会の実施
を検討していきたい。

★★★

2021

　新型コロナウイルス感染症の感染
状況を注視し、講座の実施時期をず
らすなど工夫をすることで、可能な
限り事業中止を避けるよう努めた。
　ただし、男女平等推進センター運
営委員会が主催する「シネマでトー
ク」は、年間を通して中止となっ
た。

開催講座数：11講座（内共催講
座3講座）
講座満足度：87.2％

　2020年度に続き、会場で開催するイベン
トの企画には感染症対策が必要だったが、ア
ンガーマネジメント講座、アートセラピー講
座など、市民の方に興味を持ってもらえる講
座を実施し、好評を得た。

★★

男女平
等推進
セン
ター
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担当課 年度 取り組み内容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020
広報まちだ、ホームページを
活用した情報提供

【広報まちだへの掲載】
●電話による女性悩みごと相談
（家庭、人間関係、女性への暴
力）・LGBT相談　24回
●市の宣言　「男女平等参画都
市宣言（1日号）　13回
●広報掲載記事（特集記事）1
回（お知らせ、催し、ニュース
等）　20回
【町田市ホームページへの掲
載】
●23ページ（2021年3月31日
現在）

　広報まちだにほぼ毎号、市の宣言や、相談
先、男女平等に関する記事を掲載している。
2020年度は新型コロナウイルス感染症に関
する特集記事の中で、女性の相談窓口の紹介
について掲載した。今後も効果的にお知らせ
していく。
　また、町田市ホームページにおいても、
トップページやセカンドページから該当ペー
ジへリンクを貼るなど、注目を引くようにし
ている。また、新型コロナウイルス感染症に
係る相談窓口を案内する中で、男女平等推進
センターの窓口の紹介等を行った。今後も市
民ニーズをとらえた広報をしていく。

★★★

2021
広報まちだ、ホームページを
活用した情報提供

【広報まちだへの掲載】
●電話による女性悩みごと相談
（家庭、人間関係、女性への暴
力）・LGBT相談　14回
●市の宣言　「男女平等参画都
市宣言（1日号）　1回
●広報掲載記事（特集記事）1
回（お知らせ、催し、ニュース
等）　20回
【町田市ホームページへの掲
載】
●27ページ（2022年3月31日
現在）

　広報まちだにほぼ毎号、男女平等に関する
記事や相談先の情報を掲載している。2021
年度は男女平等に関する特集記事の中で、町
田市男女平等参画協議会委員へのインタ
ビューや、相談窓口、第5次男女平等推進計
画について掲載した。今後も効果的にお知ら
せしていく。
　また、町田市ホームページにおいても、
トップページやセカンドページから該当ペー
ジへリンクを貼るなど、注目を引くようにし
ている。また、新型コロナウイルス感染症に
係る相談窓口を案内する中で、男女平等推進
センターの窓口の紹介等を行った。今後も市
民ニーズをとらえた広報をしていく。

★★★

No.4  男女平等に関する情報や資料等の収集・提供

対象 :  市民

広報課

内容 :  広報まちだやホームページ等による学習機会の周知を行います。また、資料の収集・提供を行います。
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2020

　町田市教育委員会において、市内
小・中学校から人権教育推進委員を
委嘱し、「人権教育リーフレット」
の作成を行った。
　また、学校図書館を活用し、書籍
の充実と発達段階に応じた読み聞か
せの活動を行った。
　国や都、市等の資料について、各
学校へ周知した。

2020年度人権教育リーフレッ
トを作成。
202１年度に配布。

　喫緊の人権課題を示し、事例や法令をまと
めた東京都教育委員会発行の「人権教育プロ
グラム」を基に研究を進めるとともに、、
「人権教育リーフレット」の発行と配布を通
して人権感覚の啓発を全教職員へ行った。
　リーフレットは年度ごとに作成し、内容を
最新のものにするようにしている。
　今後も、子どもたちが自他の大切さを認め
る教育を推進するとともに、子どもたちに対
して適切な配慮を行うよう教職員の人権感覚
を向上させる取組を行っていく。

★★

2021

　町田市教育委員会において、市内
小・中学校から人権教育推進委員を
委嘱し、「人権教育リーフレット」
の作成を行った。
　また、学校図書館を活用し、書籍
の充実と発達段階に応じた読み聞か
せの活動を行った。
　国や都、市等の資料について、各
学校へ周知した。

2021年度人権教育リーフレッ
トを作成。
2022年3月に配布。

　喫緊の人権課題を示し、事例や法令をまと
めた東京都教育委員会発行の「人権教育プロ
グラム」を基に研究を進めるとともに、、
「人権教育リーフレット」の発行と配布を通
して人権感覚の啓発を全教職員へ行った。
　リーフレットは年度ごとに作成し、内容を
最新のものにするようにしている。
　今後も、子どもたちが自他の大切さを認め
る教育を推進するとともに、子どもたちに対
して適切な配慮を行うよう教職員の人権感覚
を向上させる取組を行っていく。

★★

指導課
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2020

・町田市講座イベント情報誌「生涯
学習NAVI」（季刊）の発行
・生涯学習センター内の情報資料
コーナーの整備・充実
・窓口、電話等による市民の学習相
談

　町田市講座イベント情報誌
「生涯学習NAVI」を年4回発行
し、「第21回まちだ男女平等
フェスティバル」など、男女平
等に関する講座・イベント情報
を提供した。また、「男女平等
推進センター情報紙『あなたと
…』」や「女性のための就職準
備セミナー」、「町田市仕事と
家庭の両立推進企業募集！」、
その他男女平等推進センター主
催講座各チラシなどの様々な男
女平等に関する情報や資料等
を、館内情報資料コーナーや市
民の学習相談などで広く周知
し、多様な生き方を支えるきっ
かけとなるよう学習情報の提供
を行った。

＜振り返り＞
　町田市講座イベント情報誌「生涯学習
NAVI」の配布施設の拡充や町田市ホーム
ページモバイル（スマートフォン版）の利用
促進を行った。また、館内情報資料コーナー
を整備し、学習情報や資料等の収集・提供の
充実を図った。

＜今後の目標＞
　今後は、より一層効果的な学習情報や資料
等の収集・提供方法について検討するととも
に、町田市ホームページモバイル（スマート
フォン版）の「生涯学習NAVI」の利用促進
やＳＮＳを活用した情報提供など、更なる学
習情報の発信力の強化に取り組んでいきた
い。

★★★

2021

・町田市講座イベント情報誌「生涯
学習NAVI」（季刊）の発行
・生涯学習センター内の情報資料
コーナーの整備・充実
・窓口、電話等による市民の学習相
談

　町田市講座イベント情報誌
「生涯学習NAVI」を年4回発行
し、「第22回まちだ男女平等
フェスティバル」など、男女平
等に関する講座・イベント情報
を提供した。また、「男女平等
推進センター情報紙『あなたと
…』」や「女性のための就職準
備セミナー」、「町田市仕事と
家庭の両立推進企業募集！」、
その他男女平等推進センター主
催講座各チラシなどの様々な男
女平等に関する情報や資料等
を、館内情報資料コーナーや市
民の学習相談などで広く周知
し、多様な生き方を支えるきっ
かけとなるよう学習情報の提供
を行った。

＜振り返り＞
　町田市講座イベント情報誌「生涯学習
NAVI」の配布施設の拡充や町田市ホーム
ページモバイル（スマートフォン版）の利用
促進を行った。また、引き続き館内情報資料
コーナーにおいて、学習情報や資料等の収
集・提供の充実を図った。

＜今後の目標＞
　より一層効果的な学習情報や資料等の収
集・提供方法について検討するとともに、町
田市ホームページモバイル（スマートフォン
版）の「生涯学習NAVI」の利用促進やＳＮ
Ｓを活用した情報提供など、更なる学習情報
の発信力の強化に取り組んでいきたい。

★★

生涯学
習セン
ター
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図書館 2020

・「まちだ男女平等フェスティバル
報告書」「第4次町田市男女平等推
進計画進捗状況報告書」等の収集
・男女平等推進に関する図書の購入
・男女平等に関する特集展示（中央
図書館、金森図書館、木曽山崎図書
館、鶴川駅前図書館）

・男女平等に関する資料を積極
的に購入し、新着図書として
「YA（ヤングアダルト）通信」
に掲載した。
・6月～7月に中央図書館特集
コーナーで、男女平等推進セン
ター共催で「男女共同参画週
間」の展示を行った。
・各館でテーマを設け、人種・
男女差別、ジェンダー、
LGBT、恋愛、思春期のから
だ、育児等幅広い資料の紹介・
展示を行った。
6月～7月　金森図書館児童コー
ナー　「この人、しってる？」
7月～8月　中央図書館YAコー
ナー　「もっと！自由になりた
い」
11月～1月　金森図書館YA特
集コーナー　「こんなとき、ど
うする？」
3月～4月　木曽山崎図書館特集
コーナー　「ジェンダーについ
て考える」
3月～4月　鶴川駅前図書館児童
特集コーナー　「自分らしく」

・町田市が行っている男女平等推進の取り組
みを、市民が身近に知ることができる環境を
整えた。
・「YA通信」で資料を紹介したり、特集
コーナーを設置することにより、男女平等の
意識を持ってもらう機会になった。
・夏休みの宿題の本を選ぶ時期に取組を行っ
たので、児童・学生に男女平等に関する意義
を周知することができた。
・今後も男女平等推進への関連を意識した資
料を収集し、周知していくことが重要であ
る。

★★
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★★図書館 2021

・「まちだ男女平等フェスティバル
報告書」「第5次町田市男女平等推
進計画(素案)」等の収集
・男女平等推進に関する図書の購入
・男女平等に関する特集展示
（中央図書館、金森図書館、鶴川駅
前図書館、堺図書館、忠生図書館）

・男女平等に関する資料を積極
的に購入した。
・「YA（ヤングアダルト）通
信」5-6月合併号の特集「”ら
しさ”の向こう」で、”らし
さ”を越えるきっかけとなる図
書の紹介を行った。
・6月～7月に中央図書館特集
コーナーで、男女平等推進セン
ター共催で「男女共同参画週
間」の展示を行った。
・各館でテーマを設け、男女差
別、ジェンダー、LGBT、恋
愛、性別にとらわれない職業選
択等、幅広い資料の紹介・展示
を行った。
9月～10月　忠生図書館児童
コーナー「性別なんて関係な
い！」
9月～11月　金森図書館児童
コーナー「たいせつなもの」
11月～1月　金森図書館YA
コーナー「こんなときどうす
る？」
12月　堺図書館特集コーナー
「あしたはどんなわたし？自分
らしさでかがやくひと」
2月～3月　鶴川駅前図書館児童
コーナー「自分らしく」

・町田市が行っている男女平等推進の取り組
みを、市民が身近に知ることができる環境を
整えた。
・「YA通信」で資料を紹介したり、特集
コーナーを設置することにより、男女平等の
意識を持ってもらう機会を設けた。
・今後も男女平等推進への関連を意識した資
料を収集し、周知していくことが重要であ
る。
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2020

①男女平等推進センターだより発行
②男女平等推進センター運営委員会
編集情報紙「あなたと」発行
③男女平等関連図書の購入
④男女平等関連映像資料の購入

①発行数：100,000部
（新聞折り込み含む）
②発行数：4,000部
③書籍購入：25冊
　書籍貸出：285冊
④DVD購入：3本
　映像視聴：109本

①新たな試みとして、タブロイド判4面の全
てを、まちだ男女平等フェスティバル実行委
員会に作成してもらうことで、市民目線で読
みやすい紙面ができた。
②センター運営委員に、センターで行ってい
る講座や蔵書の紹介記事を作成していただ
き、広く市民に情報提供した。新型コロナウ
イルス感染症の影響により、町内会自治会で
の回覧依頼ができず、発行数が減少した。
③、④男女平等参画に関するもので話題に
なっている図書、DVDを購入した。

★★★

2021

①男女平等推進センター運営委員会
編集情報紙「あなたと」発行
②男女平等関連図書の購入
③男女平等関連映像資料の購入

①4,000部
②書籍購入：11冊
　書籍貸出：265冊
③DVD購入：0本
　映像視聴：122本

①イベントの告知のため、例年より紙面を増
やして発行した。
②、③男女平等参画に関するもので話題に
なっている図書を購入した。

★★

男女平
等推進
セン
ター
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担当課 年度 取り組み内容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020

・組織力向上研修として、「ダイ
バーシティ推進研修（旧：男女平等
参画社会形成研修-チームまちだの
仕事術-）」を実施した。

・対象職員：主事、主任、半日
研修、受講者数27人
（男性18人、女性9人）

・男女平等の考え方をさらに拡大し、LGBT
や障がい者等を含めた多様性を組織の力にす
る方法を学ぶことを目的とし、「ダイバーシ
ティ推進研修」を実施した。
・研修受講者の評価は、4点満点で内容学習
度が平均3.81点、研修満足度が平均3.70点
であった。
・受講報告からは、「ダイバーシティとは、
人種、性別、障がい者等と理解していたが、
年齢、ライフスタイル、個人の考え方、家庭
環境等、様々な意味があることを学び、組織
力の向上につながることを理解できた」、
「今後行政に携わる中で必ず必要になる考え
方だと思う」、「職員課がこのようなテーマ
の研修を取り入れていることに組織としての
将来性を感じることができた」、等の意見が
見られた。
今後も研修を通じて全職員の意識啓発に努め
ていく。

★★★

2021

・男女平等の考え方をさらに拡大
し、LGBTへの差別の背景と、差別
をなくすための方法について学ぶこ
とを目的として、男女平等推進セン
ターと共催で、組織力向上研修「職
員LGBT研修『性の多様性について
考える』」を実施した。

対象：市職員
時間：90分間
受講者数：51人

・受講者アンケートでは、81％が「とても
満足」「満足」の評価であった。
・自由記述からは、「悪意のない発言が相手
を傷つけている可能性について気づいた」、
「たくさんの人に知ってもらうべきだ。『Ｌ
ＧＢＴにやさしいまち』にしたら、町田市の
強みになると思う」等の意見が見られた。
今後も研修を通じて全職員の意識啓発に努め
ていく。

★★★

No.5  職員の男女平等参画に関する意識を高めるための研修等の実施

対象 :  市組織

職員課

内容 :  市役所職員の男女平等参画に関する意識を高めるための研修を充実します。
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2020
①男女平等推進会議専門部会の開催
②LGBT研修開催

①開催回数：2回（書面開催）
②出席：職員48名

①新型コロナウイルス感染症の影響により、
書面開催とした。男女平等参画協議会、男女
平等推進会議による、男女平等推進計画進捗
状況についての総評や評価、各事業のコメン
トを報告しした。今後も計画推進の必要性を
伝えていく。
②公的機関とも連携しているＮＰＯ法人のス
タッフを招き、世界や日本の状況、豊富な
データに基づく知識や、本人が性的少数者で
あったため、体験に基づくリアルな話もして
いただいた。定員を超えた参加希望があり、
満足度も高かった。性の多様性に関する知識
について、職員間でばらつきがあるため、今
後も引き続き研修会を実施し理解促進に努め
たい。

★★★

2021
①男女平等推進会議専門部会の開催
②LGBT研修開催

①開催回数：2回
②出席：職員51名

①2021年度は、次期計画の検討年度であっ
たため、各専門部会の事業の洗い出し、新た
な取り組みを検討するための意見交換などを
行った。
②前職は地方公務員であった方を講師として
招いた。当事者が暮らしの中で経験した困り
ごとを紹介してもらうなど、業務上どのよう
な対応が必要が想像しやすい内容であり、
「たくさんの人に知ってもらうべきだ。」な
ど前向きな感想が多く見られた。

★★★

男女平
等推進
セン
ター
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担当課 年度 取り組み内容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

対象 :  市民

No.6  男女平等推進団体・グループへの支援及び育成

内容 :  男女平等推進団体や活動グループに対して、活動の支援ならびに育成を行います。また、団体間の連携に向けた交流の場を提供します。

★★★

①登録団体はセンター所管施設の優先利用が
でき、定期的な利用が継続的な団体活動を支
えているが、新型コロナウイルス感染症の影
響により、施設貸出の制限があり貸出回数が
減少した。
②登録団体が企画、講師交渉、集客、当日の
運営に携わり、日頃の活動の成果を発揮する
場となった。
「今、映画「キクとイサム」を観て考える」
では、映画鑑賞後、講師が、映画の内容を踏
まえて男女平等についての講演を行った。
「世界や日本の歌・歌詞を通してジェンダー
問題の歴史を考え深める」では、講師が、過
去から現代の流行歌におけるジェンダー観の
解説をしながら舞台上で歌ってくださった。
③新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、例年より広い会場を確保し、開催形式を
会議形式から総会形式に変更するなど、対策
を実施することで懇談会を開催することがで
きた。
④会議参加者をしぼる、メールなどオンライ
ンのやりとりを増やすなど、感染症対策を行
いながら実行委員会を中心に準備を行い、初
のオンライン開催でフェスティバルが実施さ
れた。講演の視聴回数は延べ827回、オンラ
インという新しい形式への取り組みにも好意
的な感想が寄せられた。
⑤センターの運営、情報紙「あなたと」の編
集、登録団体企画の選定、登録団体懇談会の
運営について話し合われた。なお、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で、「シネマでトー
ク」は中止になった。
コロナ禍での女性問題について、委員から資
料の提供があり、活発な意見交換がなされ
た。

男女平
等推進
セン
ター

2020

①男女平等推進センター登録団体受
付実施
②登録団体企画の実施（登録団体が
企画・運営）
③登録団体懇談会の実施
④登録団体と公募の市民が実行委員
会となる男女平等フェスティバルの
開催
⑤登録団体、関係機関の代表、公募
市民で構成する男女平等推進セン
ター運営委員会開催

①2020年度登録団体：40団体
・活動室、多目的実習室優先利
用：280回
②登録団体企画
・今、映画「キクとイサム」を
観て考える：参加136人
・世界や日本の歌・歌詞を通し
てジェンダー問題の歴史を考え
深める：参加54人
③参加団体：32団体
④第21回まちだ男女平等フェス
ティバル視聴回数：延べ827回
⑤会議開催回数：10回（うち2
回書面開催）
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男女平
等推進
セン
ター

2021

①男女平等推進センター団体登録受
付実施
②登録団体企画・研修会の実施（登
録団体が企画・運営）
③登録団体懇談会の実施
④登録団体と公募の市民が実行委員
会となる男女平等フェスティバルの
開催
⑤登録団体、関係機関の代表、公募
市民で構成する男女平等推進セン
ター運営委員会開催

①2021年度登録団体：39団体
・活動室、多目的実習室優先利
用：341回
②・登録団体企画：コロナ禍の
ストレス対策に「アートセラ
ピー（コラージュ）」を試みる
（参加20人）
・登録団体研修会：子育てする
ＬＧＢＴ（参加18人）
③参加団体：30団体
④第22回まちだ男女平等フェス
ティバル視聴回数：延べ1,689
回
⑤会議開催回数：11回（うち2
回書面開催）

①新型コロナウイルス感染症への不安から登
録更新を見送る団体があった一方、1団体新
規登録があった。
②登録団体が企画、講師交渉、集客、当日の
運営に携わり、日頃の活動の成果を発揮する
場となった。
登録団体企画は、参加申込がキャンセル待ち
の枠まで埋まるほど人気で、満足度も高かっ
た。
登録団体研修会は、運営委員会による企画
で、時宜を得た内容であり、充実した研修会
だった。
③2020年度と同様、広い会場で総会形式で
実施した。2021年度に新規で登録をした団
体の紹介を行った。
④登録団体構成員を講師とした、「デジタル
技術の勉強会」を行い、フェスティバル開催
に向けた準備を行った。オンラインイベント
の認知度があがり、延べ視聴回数は2020年
度の約２倍になった。
⑤センターの運営、情報紙「あなたと」の編
集、登録団体企画の選定、登録団体懇談会の
運営について話し合われた。なお、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で、「シネマでトー
ク」は中止になった。

★★★
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

市民課 2020

　市民課内の取り組みとしては、女
性に対するあらゆる暴力を容認しな
い意識づくりのため、会議等でＤＶ
支援事例を検討事例として取り上げ
る等、ＤＶ支援へつなげる対応策を
共有している。
　また、市民課研修においても題材
として取り上げ、異動者・新人職員
に対する意識付けの強化やその他の
職員のスキル向上を図っている。
　市民への意識啓発や相談を促す取
り組みとしては、市民課にＤＶ支援
に関する相談専用のカウンターを設
置した。また、所管の木曽山崎連絡
所女子トイレに啓発カードを設置し
ている。(町田駅前連絡所はトイレな
し、玉川学園駅前連絡所は建替工事
中のため2020年度は設置無し）

　
2020年度　相談件数
703件
（内　当市支援措置件数
394件）

　年々、相談件数および措置件数が増加してい
る状況から、市民に対する意識啓発が一定の効
果を上げていると判断できる。
　また、会議及び連絡会等での事例検討を行い
情報共有することが、迅速かつ有効な対応につ
ながっている。
　しかしながら、支援措置を必要とする方から
の相談がなければ支援を行うことができないた
め、今後、玉川学園駅前連絡所の女子トイレに
啓発カードを設置するなど、さらに市民への意
識啓発や相談を促す取り組みを実施するととも
に、プライベートに係る相談であることを配慮
した面談室等の確保・拡充に努めたい。

★★

【めざすべき姿Ⅰ】【基本施策2】男女間のあらゆる暴力の根絶
【施策の方向Ⅰ－2－1】配偶等者からの暴力の根絶に向けた啓発の推進

No.7  配偶者等からの暴力の根絶のための意識啓発

対象 :  市民

内容 :  配偶者等からの暴力に関する情報の収集・提供及び啓発を行い、暴力を容認しない意識づくりを推進します。
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市民課 2021

市民課内の取り組みとしては、女性
に対するあらゆる暴力を容認しない
意識づくりのため、会議等でDV支援
事例を検討事例として取り上げる
等、DV支援へつなげる対応策を共有
している。
また、市民課研修においても題材と
して取り上げ、異動者・新人職員に
対する意識付けの強化やその他の職
員のスキル向上を図っている。
市民への意識啓発や相談を促す取り
組みとしては、市民課にDV支援に関
する相談専用のカウンターを設置し
ている。また、所管の木曽山崎連絡
所及び玉川学園駅前連絡所の女子ト
イレに啓発カードを設置している。
(町田駅前連絡所はトイレ無し）
また、年に2回、八王子支局管内近隣
市町村との連絡会や関係機関との合
同連絡会に参加し、情報交換等を
行っている。

　
2021年度　相談件数
645件
（内　当市支援措置件数
376件）

　年々、相談件数および措置件数が増加してい
る状況から、市民に対する意識啓発が一定の効
果を上げていると判断できる。
　また、会議及び連絡会等での事例検討を行い
情報共有することが、迅速かつ有効な対応につ
ながっている。
　しかしながら、支援措置を必要とする方から
の相談がなければ支援を行うことができないた
め、今後さらに市民への意識啓発や相談を促す
取り組みを実施するとともに、プライベートに
係る相談であることを配慮した面談室等の確
保・拡充に努めたい。

★★
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2020

0歳～18歳未満のお子さんとその家
庭の相談をお受けしている。必要に
応じて各種情報の提供、専門機関や
サービスの紹介・調整をし、問題の
解決に向けて支援を行う。

子育ての総合相談の相談件
数　　5,626件

　コロナ禍であっても関係機関との連携を維持
して対応した結果、前年度以上に相談を受付け
ることができた。保護者からの相談がほとんど
であるため、子どもが気軽に相談できる環境づ
くりを引き続き推進していく。あわせて、必要
とするサービスの利用に結びつくよう支援して
いく。

★★★

2021

０歳～18歳未満のお子さんとその家
庭の相談をお受けしている。必要に
応じて各種情報の提供、専門機関や
サービスの紹介・調整をし、問題の
解決に向けて支援を行う。

子育ての総合相談の相談件
数　　6,015件

　コロナ禍においても関係機関との連携を維持
したことで、前年度以上に相談を受け付けるこ
とができた。
　次年度も引き続き、保護者が相談しやすい環
境づくりを推進していき、必要とするサービス
の利用に結びつくよう支援していく。

★★★

子ども家
庭支援セ
ンター
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2020 2020年度は実施せず。 - - -

2021 2021年度は実施せず - - -

2020

　国の定めた「女性に対する暴力を
なくす運動」（11月12日～25日）
期間がある11月に合わせ、様々な
（下記の）取組を行った。
①広報まちだで周知の記事を掲載
②市庁舎や市民フォーラム内でのパ
ネル展示
③市庁舎パープルライトアップ
④パープルリボンバッジの着用
　また、DV防止啓発資料を新しく作
成し、配布を行った。

②パネル展示
市民フォーラム
（期間：11月12日～11月
25日）
市庁舎イベントスタジオ
（期間：11月16日～11月
20日）
③実施日：11月18日、25
日

　「婚姻経験のある方の約25％がDV被害を経
験し、女性だけでなく男性も被害者になるこ
と」や、「DVの種類や原因」を紹介したパネル
を展示し、新しく作成したDV防止啓発資料の配
布を行った。
　また、パープルリボンが女性への暴力根絶を
訴えるイメージカラーであることを紹介するた
め、市庁舎のパープルライトアップを2日間実
施した。また、市民協働推進課職員ではパープ
ルリボンバッジの着用を行った。
　今後も継続して、DV予防啓発事業を実施して
いく。

★★

2021

　国の定めた「女性に対する暴力を
なくす運動」（11月12日～25日）
期間がある11月に合わせ、様々な
（下記の）取組を行った。
①広報まちだで周知の記事を掲載
②市庁舎や市民フォーラム内でのパ
ネル展示
③市庁舎パープルライトアップ
④パープルリボンバッジの着用

②パネル展示
市民フォーラム
（期間：11月12日～11月
25日）
市庁舎イベントスタジオ
（期間：11月8日～11月
12日）
③実施日：11月17日、24
日

　「DVの種類や原因」、「相談を促す内容」の
パネルを展示し、DV防止啓発資料の配布を行っ
た。
　また、パープルリボンが女性への暴力根絶を
訴えるイメージカラーであることを紹介するた
め、市庁舎のパープルライトアップを2日間実
施した。市民協働推進課職員はパープルリボン
バッジの着用を行った。
　今後も継続して、DV予防啓発事業を実施して
いく。

★★

生涯学習
センター

男女平等
推進セン
ター
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020

　市内の大学に対して、デートDV防
止啓発講座を実施した。
　新型コロナウイルス感染症の影響
により、市内中学校2校にて予定して
いたデートDV防止啓発講座は中止に
なった。

講座実施校
・和光大学　参加：166人

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
大学のオンライン授業の一環として、デートDV
防止啓発講座の配信を実施した。
　すぐに感染症の影響がなくなるとはいえない
ため、若年層への啓発方法について、オンライ
ンを含めて検討する必要がある。

★★★

2021
　市内の大学1校、中学校2校に対し
て、デートDV防止啓発講座を実施し
た。

講座実施校
・和光大学
　視聴：115人
・忠生中学校
　参加：238人
・鶴川中学校
　参加：230人

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
大学ではオンライン授業にて講座をライブ配信
した。
　中学校2校では、弁護士を講師として招き、
授業を行った。
　大学、中学校とも授業時間に啓発を行うこと
で真剣な聴講が望めるものになっているため、
引き続き実施したい。

★★★

対象 :  市民

No.8　デートDVの防止に向けた取り組みの推進

男女平等
推進セン
ター

内容 :  デートDVに関する講座を市内の教育機関で開催し、若年層に対しDV防止啓発を行います。また、相談先などの情報を提供します。
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020

・相談窓口等の最新状況をインター
ネット等で情報取集し、常に正確な
相談先を案内できるように努めた。
・配偶者や子供、兄弟、親からの暴
力についての相談に対して、適切な
案内を行った。
・相談者に対し適切な案内を行うこ
とができるように、業務中や朝礼等
で情報共有を図った。

・職員全員で最新情報の共
有を図り、相談者に対して
適切な相談先を案内した。
・2020年度は男女合わせ
て、45人からDVや暴力に
ついての相談があり、職員
が対応した。
・相談内容によっては、法
律相談や警察等への案内を
行った。

・相談者の話をよく傾聴し、適切な対応及び案
内をすることができた。
・相談者に対して、適切な案内先が一つではな
いこともあることから、複数の相談先を案内し
ていく。
・引き続き、最新状況の把握及び情報共有を図
り、関係部署への案内を適切に行う。また、相
談者の対応をしている職員一人に任せるのでは
なく、職員全員でフォローし、バックアップで
きる環境を整える。

★★★

2021

・相談窓口等の最新状況をインター
ネット等で情報取集し、常に正確な
相談先を案内できるように努めた。
・配偶者や子供、兄弟、親からの暴
力、言葉の暴力についての相談に対
して、適切な案内を行った。
・相談者に対し適切な案内を行うこ
とができるように、業務中や朝礼等
で情報共有を図った。

・職員全員で最新情報の共
有を図り、相談者に対して
適切な相談先を案内した。
・2021年度は男女合わせ
て、37人からDVや暴力に
ついての相談があり、職員
が対応した。
・相談内容によっては、法
律相談や人権身の上相談、
警察等への案内を行った。

・相談者の話をよく傾聴し、適切な対応及び案
内をすることができた。
・相談者に対して、適切な案内先が一つではな
いこともあることから、複数の相談先を案内し
ていく。
・引き続き、最新状況の把握及び情報共有を図
り、関係部署への案内を適切に行う。また、相
談者の対応をしている職員一人に任せるのでは
なく、職員全員でフォローし、バックアップで
きる環境を整える。
・相談内容によっては、法律相談等の専門相談
を積極的に案内していく。

★★★

対象 :  市民

広聴課

【めざすべき姿Ⅰ】【基本施策2】男女間のあらゆる暴力の根絶
【施策の方向Ⅰ－2－2】配偶者等からの暴力による被害者への支援

No.9  相談体制の充実・被害者の早期発見

内容 :  配偶者等からの暴力に対する相談体制を充実させるとともに、早期発見に努めます。また、警察や関係機関と連携し、被害者に適切に対
応します。
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高齢者福
祉課

2020

・認知症総合相談窓口
・高齢者虐待防止の研修と普及啓発
・地域の団体や事業者による見守り
活動の支援

・173件
・高齢者虐待対応を行って
いる高齢者支援センター職
員等に虐待に関する知識を
より深めてもらうため、高
齢者虐待対応研修の受講案
内の情報提供や虐待防止の
冊子を配布
・町内会自治会や見守りを
行う地域のボランティア
（あんしん連絡員・あんし
ん協力員）、見守りネット
ワークまちだの協力事業者
等と高齢者の見守りについ
ての情報共有

・認知症に関する各種相談などの電話相談を月
曜日から土曜日まで受けつけている。さらに市
民への利用が浸透出来るよう周知を図る。
・高齢者虐待の研修を受講することで、高齢者
虐待の基礎知識の習得や虐待の種類別による対
応方法を学ぶことができた。また、高齢者虐待
についての冊子を配布することで虐待について
の早期の気づき等、虐待防止を目的とした啓発
を実施した。
・10事業者と新たに協定を結び、更なる見守り
体制の強化を図った。コロナ禍で事業者による
見守りが重視されているので、引き続き見守り
に協力する事業者の拡充をしていきたい。
・引き続き見守り活動を実施する町内会・自治
会やあんしん連絡員・あんしん協力員との協力
体制の構築を図る他、自主グループ等地域の
様々な団体に対し、見守り意識の啓発を行う。

★★
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高齢者福
祉課

2021

・認知症総合相談窓口
・高齢者虐待防止の研修と普及啓発
・地域の団体や事業者による見守り
活動の支援

・電話相談件数254件
・高齢者虐待対応を行って
いる高齢者支援センター職
員等に虐待に関する知識を
より深めてもらうため、高
齢者虐待対応研修の受講案
内の情報提供や虐待防止の
冊子を配布
・見守り協力事業者の拡充
・町内会自治会、自主グ
ループ、見守り活動を行う
地域のボランティア（あん
しん連絡員・あんしん協力
員）等への見守り活動支援

・認知症に関する各種相談などの電話相談を月
曜日から土曜日まで受けつけている。さらに市
民への利用が浸透出来るよう周知を図る。
・高齢者虐待の研修を受講することで、高齢者
虐待の基礎知識の習得や虐待の種類別による対
応方法を学ぶことができた。また、高齢者虐待
についての冊子を配布することで虐待について
の早期の気づき等、虐待防止を目的とした啓発
を実施した。
・新たに33事業者に協力事業者として登録して
もらい、更なる見守り体制の強化を図った。コ
ロナ禍で事業者による見守りが重視されている
ので、引き続き見守りに協力する事業者の拡充
をしていきたい。
・引き続き見守り活動を実施する町内会・自治
会やあんしん連絡員・あんしん協力員との協力
体制の構築を図る他、自主グループ等地域の
様々な団体に対し、見守り意識の啓発を行う。

★★
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2020
・精神保健福祉相談
・専門医相談
・関係機関との連携

・精神保健福祉相談実績
（延件数）
訪問949件、面接996件、
電話3,808件、文書74件、
関係機関連絡3,570件
・専門医相談（延件数）
訪問1件、面接40件
・ＤＶ相談（延件数）
37件

・主に精神保健福祉相談の一環として相談対応
を行っている。今後も相談の中で、安全面の確
保が必要な方には、各関係機関と連携しながら
対応を行っていく。

★★★

2021
・精神保健福祉相談
・専門医相談
・関係機関との連携

・精神保健福祉相談実績
（延件数）
訪問852件、面接1001
件、電話3868件、文書68
件、関係機関連絡4024件
・専門医相談（延件数）
訪問1件、面接26件
・ＤＶ相談（延件数）
38件

・主に精神保健福祉相談の一環として相談対応
を行っている。今後も相談の中で、安全面の確
保が必要な方には、各関係機関と連携しながら
対応を行っていく。

★★★

保健予防
課
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2020
・面前ＤＶを含む児童虐待に気づい
たとき、相談･通告をしてもらうよう
啓発活動を行う。

・出前講座（児童虐待防止
啓発活動）　20回
・広報掲載
・広報啓発活動

　出前講座は、コロナ禍における感染拡大防止
のためクラス単位で5校15回実施した他、桜美
林大学の学生と協働制作したDVDを用いた講座
を2校で5回で実施した。より多くの学校で実施
できるよう、DVDを用いた講座の実施数を増や
していく。
　一度目の緊急事態宣言が発出された際に、FC
町田ゼルビアと協働で児童虐待防止啓発の動画
を制作し、町田市子育てサイトに掲載した。ま
た、11月の児童虐待防止推進月間にあわせ、市
庁舎で啓発キャンペーンを実施した。
　引き続き、地域や関係機関と連携して児童虐
待防止の啓発に取り組む。

★★

2021
・面前ＤＶを含む児童虐待に気づい
たとき、相談･通告をしてもらうよう
啓発活動を行う。

・出前講座（児童虐待防止
啓発活動）　25回
・広報掲載
・広報啓発活動

　出前講座は、コロナ禍でも中止することな
く、感染拡大防止のため学年単位からクラス単
位に変更して実施した。
　引き続き、教育委員会や地域と連携して児童
虐待防止の啓発に取り組む。

★★

子ども家
庭支援セ
ンター
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2020

・被害者との面談
・被害者情報を関係機関に連絡
・配偶者暴力被害者発生時対応指
針、連絡ルートの周知

・2020年度ＤＶ相談件数1
件
・児童虐待通告4件、高齢者
虐待対応6件、関係者会議
10件

　以前は児童を対象に「児童虐待防止委員会」
として活動していたが、2018年度から高齢者
と障がい者も対象に含め「虐待防止委員会」に
名称変更した。年4回の定期委員会と、年１回
の「虐待防止講演会」を実施し、院内全体のス
キルアップを図れるようにしている。院内で虐
待やＤＶが発生した場合の連絡ルートの周知に
務め、地域との連携を図れるように取り組みを
行っている。

★★★

2021

・被害者との面談
・被害者情報を関係機関に連絡
・配偶者暴力被害者発生時対応指
針、連絡ルートの周知

・2021年度ＤＶ相談件数4
件
・児童虐待通告1件、高齢者
虐待対応2件、関係者会議
26件

　以前は児童を対象に「児童虐待防止員会」と
して活動していたが、2018年度から高齢者と
障がい者も対象に含め「虐待防止委員会」に名
称変更した。年4回の定期委員会と、年１回の
「虐待防止講演会」を実施し、院内全体のスキ
ルアップを図れるようにしている。院内で虐待
やＤＶが発生した場合の連絡ルートの周知に務
め、地域との連携を図れるように取り組みを
行っている。

★★★

市民病院
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2020

　女性悩みごと相談で、DV被害など
暴力被害を受けている人に対し、気
づきや情報提供、関係機関への橋渡
しなど支援を行った。

相談件数：89件
（女性悩みごと談相談実施
件数2,166件中）

　本市の女性悩みごと相談の体制は、他市に比
べ実施日が多く、電話相談のあとに必要に応じ
て面接相談や法律相談を行っている。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、相
談件数、うちDV被害相談件数ともに微増してい
る。
　相談先の周知のため、公共施設の女性化粧室
に相談先が記載されたカードを設置している。
また、町田駅周辺の商業施設に協力を求め、同
カードを女性化粧室に設置し、利用者に周知す
る機会とした。
　緊急性のある案件等については、庁内の関係
部署と連絡を取り、早期の対応を行っており、
より緊密な連携を図るため情報の共有化につい
て、関係部署と協議を行っている。

★★★

2021

　女性悩みごと相談で、DV被害など
暴力被害を受けている人に対し、気
づきや情報提供、関係機関への橋渡
しなど支援を行った。

相談件数：89件
（女性悩みごと談相談実施
件数2,278件中）

　本市の女性悩みごと相談の体制は、他市に比
べ実施日が多く、電話相談のあとに必要に応じ
て面接相談や法律相談を行っている。
　相談先の周知のため、公共施設の女性化粧室
に相談先が記載されたカードを設置している。
また、2021年度は新たに市内大学等に協力を
求め、同カードを女性化粧室に設置し、利用者
に周知する機会とした。
　緊急性のある案件等については、庁内の関係
部署と連絡を取り、早期の対応を行っており、
より緊密な連携を図るため情報の共有化につい
て、関係部署と協議を行っている。

★★★

男女平等
推進セン
ター
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020

　DV被害者に対して生活保護を適用
し経済的支援を行うことで、被害者
が加害者の生活圏から離れた住宅を
確保できるよう促している。地域
ネットワーク会議に出席し、関係機
関とのDVや、子どもへの暴力の情報
交換を行い、情報を共有している。

　女性の相談員を配置、個
室の面談室を設置しDV被害
者が相談しやすい環境を整
備している。状況により婦
人相談員と一緒に面接相談
を行っている。
　
DV被害者相談件数　22件

　生活保護を適用し経済的支援をすることによ
り、DV被害者が安全な地域生活を送ることに貢
献してきた。
　関係機関との情報共有を行うことで、初動対
応をスムーズに行うことができた。
　今後も、DV被害者が相談しやすい環境を整備
していく。

★★

2021

　DV被害者に対して生活保護を適用
し経済的支援を行うことで、被害者
が加害者の生活圏から離れた住宅を
確保できるよう促している。地域
ネットワーク会議に出席し、関係機
関とのDVや、子どもへの暴力の情報
交換を行い、情報を共有している。

　女性の相談員を配置、個
室の面談室を設置しDV被害
者が相談しやすい環境を整
備している。状況により婦
人相談員と一緒に面接相談
を行っている。
　
DV被害者相談件数　19件

　生活保護を適用し経済的支援をすることによ
り、DV被害者が安全な地域生活を送ることに貢
献してきた。
　関係機関との情報共有を行うことで、初動対
応をスムーズに行うことができた。
　今後も、DV被害者が相談しやすい環境を整備
していく。
　東京ウィメンズプラザで開催される研修に積
極的に参加する。

★★

No.10  被害者の安全確保への対応の整備

対象 :  市民

生活援護
課

内容 :  高齢者虐待防止連絡協議会、配偶者からの暴力防止等関係機関実務担当者連絡会議など関連組織や警察等との連携を強化し、窓口の充実
を図るとともに、速やかに対応できる環境を整備します。また、緊急一時保護対応の検討を行います。
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2020

・高齢者・障がい者虐待防止連絡協
議会
・高齢者虐待防止の普及啓発
・警察や民生委員等の地域の関係機
関と各担当部署との連携

・1回実施（障がい福祉課事
務局）
（新型コロナウィルス感染
症の拡大により年2回の予定
を1回中止としている）
・高齢者虐待の状況報告お
よび障がい者虐待の状況報
告
・各関係機関において、新
型コロナウィルス感染拡大
の状況下での高齢者・障が
い者の虐待に関して感じて
いること等について情報共
有

・高齢者虐待、障がい者虐待の状況と発生件数
について、また、各関係機関において、新型コ
ロナウィルス感染拡大の状況下での高齢者・障
がい者の虐待に関して感じていること等につい
て情報共有することができた。
・今後も高齢者への権利擁護について事例等の
共有を通して、各関係機関の役割を確認し、連
携強化を図る。

★★

2021

・高齢者・障がい者虐待防止連絡協
議会
・高齢者虐待防止の普及啓発
・警察や民生委員等の地域の関係機
関と各担当部署との連携

・1回実施（障がい福祉課事
務局）
（新型コロナウィルス感染
症の拡大により年2回の予定
を1回中止としている）
・高齢者虐待の状況報告お
よび障がい者虐待の状況報
告
・各関係機関において、新
型コロナウィルス感染拡大
の状況下での高齢者・障が
い者の虐待に関して感じて
いること等について情報共
有

・高齢者虐待、障がい者虐待の状況と発生件数
について、また、各関係機関において、新型コ
ロナウィルス感染拡大の状況下での高齢者・障
がい者の虐待に関して感じていること等につい
て情報共有することができた。
・今後も高齢者への権利擁護について事例等の
共有を通して、各関係機関の役割を確認し、連
携強化を図る。

★★

高齢者福
祉課
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2020
・精神保健福祉相談
・専門医相談
・関係機関との連携

・精神保健福祉相談実績
（延件数）
訪問949件、面接996件、
電話3,808件、文書74件、
関係機関連絡3,570件
・専門医相談（延件数）
訪問1件、面接40件
・ＤＶ相談（延件数）
37件

・主に精神保健福祉相談の一環として相談対応
を行っている。今後も相談の中で、安全面の確
保が必要な方には、各関係機関と連携しながら
対応を行っていく。

★★★

2021
・精神保健福祉相談
・専門医相談
・関係機関との連携

・精神保健福祉相談実績
（延件数）　訪問852件、
面接1001件、電話3868
件、文書68件、関係機関連
絡4024件
・専門医相談（延件数）
訪問1件、面接26件
・ＤＶ相談（延件数）
38件

・主に精神保健福祉相談の一環として相談対応
を行っている。今後も相談の中で、安全面の確
保が必要な方には、各関係機関と連携しながら
対応を行っていく。

★★★

保健予防
課
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2020

・町田市子育て支援ネットワーク連
絡会の関係機関と協力・連携し、面
前ＤＶを含む、児童虐待の早期発
見、支援対象児童等の保護・支援を
行う。

町田市子育て支援ネット
ワーク連絡会
・代表者会議　　1回(書面
開催）
・個別ケース検討会議
80回
・地域ネットワーク会議
0回（個別対応）

　コロナ禍における感染拡大防止のため地域
ネットワーク会議は全て中止とした。その代わ
りに、子ども家庭支援センター職員が全関係機
関を巡回し、地域の子どもを見守る体制の維持
に努め、683件の情報交換を実施した。引き続
き、地域が一体となり支援対象児童等の見守
り・支援に努めていく。

★★

2021

・町田市子育て支援ネットワーク連
絡会の関係機関と協力・連携し、面
前ＤＶを含む、児童虐待の早期発
見、支援対象児童等の保護・支援を
行う。

町田市子育て支援ネット
ワーク連絡会
・代表者会議　　1回(書面
開催）
・個別ケース検討会議
82回
・地域ネットワーク会議
中止（※個別での関係機関
巡回情報共有数　919件）

　コロナ禍における感染拡大防止のため、対面
形式による地域ネットワーク会議は全て中止と
したが、代わりに子ども家庭支援センターが全
関係機関を巡回して、地域の子どもを見守る体
制の維持に努めた。
　引き続き、関係機関との連携を図り、ネット
ワークの強化に努める。

★★

子ども家
庭支援セ
ンター
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2020

・被害者との面談
・被害者情報を関係機関に連絡
・配偶者暴力被害者発生時対応指
針、連絡ルートの周知

・2020年度ＤＶ相談件数1
件
・児童虐待通告4件、高齢者
虐待対応6件、関係者会議
10件

　以前は児童を対象に「児童虐待防止委員会」
として活動していたが、2018年度から高齢者
と障がい者も対象に含め「虐待防止委員会」に
名称変更した。年4回の定期委員会と、年１回
の「虐待防止講演会」を実施し、院内全体のス
キルアップを図れるようにしている。院内で虐
待やＤＶが発生した場合の連絡ルートの周知に
務め、地域との連携を図れるように取り組みを
行っている。

★★★

2021

・被害者との面談
・被害者情報を関係機関に連絡
・配偶者暴力被害者発生時対応指
針、連絡ルートの周知

・2021年度ＤＶ相談件数4
件
・児童虐待通告1件、高齢者
虐待対応2件、関係者会議
26件

　以前は児童を対象に「児童虐待防止員会」と
して活動していたが、2018年度から高齢者と
障がい者も対象に含め「虐待防止委員会」に名
称変更した。年4回の定期委員会と、年１回の
「虐待防止講演会」を実施し、院内全体のスキ
ルアップを図れるようにしている。院内で虐待
やＤＶが発生した場合の連絡ルートの周知に務
め、地域との連携を図れるように取り組みを
行っている。

★★★

市民病院
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2020
　「配偶者からの暴力防止等関係機
関実務担当者連絡会議」を開催し
た。

開催回数：1回
出席者数
関係部署　10名
町田警察　2名
南大沢警察　1名
東京ウイメンズプラザ相談
員　2名

　2020年度は東京ウイメンズプラザの出前講
座を活用し、「DV被害の基礎知識と危機管理」
について学んだ。自治体の情報漏洩事故につい
て、実際の事例の紹介や情報管理に関する正し
い対応等の解説を受けた。
　また、他機関・他部署との円滑な連携を図る
ために、出席した各担当者から業務の現状と課
題や対応業務を確認し合った。
　DV等の被害対策は関係機関の緊密な連携が求
められるため、引き続き連絡会だけではなく、
日常的な情報共有に努めていく。

★★★

2021
　「配偶者からの暴力防止等関係機
関実務担当者連絡会議」を開催し
た。

開催回数：1回
出席者数
関係部署　8名
町田警察　2名
南大沢警察　1名
東京ウィメンズプラザ相談
員　2名

　2021年度も東京ウイメンズプラザの出前講
座を活用したが、２０２０年度に行った基礎的
な内容から発展させ、DV被害者支援、加害者対
応、危機管理について知り業務に役立てること
を目的として「DV被害の基礎知識と危機管理」
について学んだ。自治体の情報漏洩事故につい
て、実際の事例の紹介や情報管理に関する正し
い対応等の解説を受けた。
　また、他機関・他部署との円滑な連携を図る
ために、出席した各担当者から業務の現状と課
題や対応業務を確認し合った。
　DV等の被害対策は関係機関の緊密な連携が求
められるため、引き続き連絡会だけではなく、
日常的な情報共有に努めていく。

★★★

男女平等
推進セン
ター
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020
　定期的に行われるグループの話し
合いの場を提供し、安心して話し合
いのできる環境を整えた。

開催回数
1回/月

　自助グループの活動は、例年、月に１回定期
的に実施されていたが、2020年度は新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、施設が閉館に
なり、場の提供ができない時期があった。
　ＤＶの被害者は増加傾向にあり、支援が必要
であると考えられるため、感染症の状況を確認
しながら引き続き支援を行っていく。

★★

2021
　定期的に行われるグループの話し
合いの場を提供し、安心して話し合
いのできる環境を整えた。

開催回数
1回/月

　自助グループの活動は、例年、月に１回定期
的に実施されている。
　ＤＶの被害者は増加傾向にあり、支援が必要
であるため、引き続き支援を行っていく。

★★

対象 :  市民

男女平等
推進セン
ター

No.11  自立支援に関する自助グループへの支援

内容 :  被害者同士が、体験や感情を共有し、情報を交換し合う自助のためのグループを支援します。
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020

　国や東京都等が発行している事業
者向けのチラシ・冊子などを市の関
連施設や商工会議所に設置し、市民
や事業者に情報提供を行った。

チラシ等配布先
産業政策課窓口、生活援護
課、町田商工会議所、町田
新産業創造センター

　今後も周知方法等を検討し、効果的な情報提
供を行う。

★★

2021

　国や東京都等が発行している事業
者向けのチラシ・冊子などを市の関
連施設や商工会議所に設置し、市民
や事業者に情報提供を行った。

　東京都労働相談情報センター八王
子事務所との共催で、「ハラスメン
ト」と「解雇・雇止め・派遣切り」
に関する労働者向けのセミナーを実
施した。

＜チラシ等配布先＞
産業政策課窓口、生活援護
課、町田商工会議所、町田
新産業創造センター

セミナー参加者数は延べ62
人（2日間合計）

　今後も周知方法等を検討し、効果的な情報提
供を行う。

★★★

対象 :  市民、事業者

【めざすべき姿Ⅰ】【基本施策2】男女間のあらゆる暴力の根絶
【施策の方向Ⅰ－2－3】ハラスメントやその他暴力への対策

No.12  あらゆるハラスメントを防止するための取り組みの推進

内容 :  セクシュアル・ハラスメント等、各種ハラスメントを防止するため、事業所等へ情報提供を行います。

産業政策
課
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2020

　10月に社会保険労務士を招いてセ
クシュアル・ハラスメントや、その
他ハラスメントの行為類型や事例、
防止策をお伝えする事業者向け講座
を行った。

参加者：13人

　セクシュアル・ハラスメントだけでなく、マ
タニティ・ハラスメント、ジェンダー・ハラス
メントなど性に関係するハラスメントのほか、
テレワークを通じて受ける「テレワーク・ハラ
スメント」など最新の情報を伝えることができ
た。

★★

2021
　町田市仕事と家庭の両立推進企業
賞の2020年度受賞企業の紹介

2020年度受賞企業紹介パ
ンフレット配布　3,000枚

　町田商工会議所、町田法人会などを通してハ
ラスメント研修に取り組んでいる企業の紹介を
行った。
　事業所へ広く情報発信する機会をつくること
が困難だったため、事業所への周知機会、方法
を検討する必要がある。

★★

男女平等
推進セン
ター
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020

・性の商品化に関する被害を防止す
るため、市民ボランティア、警察、
町内会・自治会や市内事業者と協働
して実施している防犯パトロールを
通じて、迷惑なスカウト行為に対す
る注意喚起文の読上げを行ってい
る。
・ストーカー被害、盗撮・痴漢被害
の防止に関するパンフレットを窓口
で配布し、周知・啓発を行ってい
る。

協働パトロール回数：26回

　2020年度は、新型コロナウイルス感染症の
影響によりパトロール回数が減少したものの、
限られた回数のパトロールで、迷惑なスカウト
行為に対する注意喚起を行った。また、ストー
カー被害、盗撮・痴漢被害の防止に関するパン
フレットを窓口で配布した。
　このように周知・啓発に取り組んだが、警察
からの情報によると、中心市街地における性風
俗店での勤務やAV出演を強要されることなどに
つながるスカウト行為が未だに発生している状
況である。
　今後も防犯パトロールを通じた迷惑なスカウ
ト行為に対する注意喚起の実施、性犯罪被害防
止パンフレットの配布などを通じて周知・啓発
を行うとともに、警察や市民団体と協働して被
害の防止を目指す。

★★

2021

・性の商品化に関する被害を防止す
るため、官民協働による防犯パト
ロールを通じて、迷惑なスカウト行
為に対する注意喚起文の読上げを
行っている。
・ストーカー、痴漢被害等性犯罪被
害防止に関するパンフレットを窓口
で配布し、周知・啓発を行ってい
る。

協働パトロール回数：30回

　コロナ禍においても、感染症対策やパトロー
ルコースの見直し、青色回転灯装備車の活用な
ど実施方法を工夫することにより、目標回数を
上回るパトロールを実施することができた。ま
た、ストーカー、痴漢被害等性犯罪被害防止に
関するパンフレットを窓口で配布するなど周
知・啓発に取組んだ。
　警察からの情報によると、依然として中心市
街地における性風俗店での勤務やAV出演につな
がるスカウト行為が発生しているため、今後も
警察や市民団体と協働し、防犯パトロールやパ
ンフレットの配布など啓発活動を通じて被害の
防止に努めていく。

★★

市民生活
安全課

No.13  性暴力、ストーカー、性の商品化等に関する被害の防止

対象 :  市民

内容 :  性暴力やストーカー被害を防止するため、関連法や相談窓口等の周知啓発に努めます。また、売買春や性の商品化等に関する問題意識を
高めます。
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男女平等
推進セン
ター

2020

①子どもへの暴力防止講座「CAPプ
ログラム」
②女性のための護身術講座「WEN-
DOを学ぼう！」
③デートDV防止啓発講座「これっ
て、デートDV？」

参加者
①15人
②6人
③166人

①本来は寸劇を交えるなど、参加型のワーク
ショップであるが、新型コロナウイルス感染症
の影響により、縮小しての実施となった。しか
し、参加者の満足度は高く、人権意識への理解
を深めることができたと思われる。
②不審な人物からの離れ方、離れることが困難
な場合にできる動作を学んだ。また、普段から
暴力に対抗する術をイメージしておき、いざと
いう時の行動の選択肢を広げておくことが重要
であること、もし被害にあってしまっても被害
者が自分を責める必要はないことが伝えられ
た。今後も性暴力を許さないという意識づくり
のための情報発信を続けていく。
③和光大学との共催で、共通教養科目「法と人
権」の講義として実施した。新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、録画映像のオンライ
ン配信形式にて行った。実施後に学生対象のア
ンケートをオンラインにて実施したが、紙で行
うより長文で感想をもらった印象があり、オン
ラインでの事業実施は若年層には有効な手法で
あったと思われる。

★★★
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男女平等
推進セン
ター

2021

①子どもへの暴力防止講座「CAPプ
ログラム」
②デートDV防止啓発講座（大学）
③デートDV防止啓発講座（中学校）

参加者
①8人
②和光大学　視聴：115人
③忠生中学校　参加：238
人
　鶴川中学校　参加：230
人

①新型コロナウイルス感染症の影響により、参
加型でなく聴講形式の講座として開催した。講
座の中で、子どもに意見を求めるなど、自ら考
えるよう促すことで人権意識への理解を深める
ことができたと思われる。
②和光大学との共催で、共通教養科目「法と人
権」の講義として実施した。新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、オンラインライブ配
信形式にて行った。講座中にチャットでの質問
ができるなど、オンラインのメリットを生かす
ことができた。
③中学校2校では、弁護士を講師として招き、
授業を行った。どのような言葉や行動がデート
DVにあたるのか、具体例を示しながら、中学生
にも分かりやすく説明されていた。

★★★
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020

・関連資料の購入
・YA（ヤングアダルト）通信
に掲載
・中央図書館中高生向けコー
ナーに展示

 ・ 「リプロダクティブ・ヘル
ス／ライツ」という言葉の意味
を理解してもらえるよう関連資
料を購入した。
・新着図書としてYA（ヤング
アダルト）通信に掲載した。
・中央図書館中高生向けコー
ナーで新着図書として紹介し
た。
・1月～2月に中央図書館特集
コーナーで「リプロダクティブ
ヘルス/ライツ」に関する資料
の展示を行った。

・ 「リプロダクティブヘルス／ライツ」という言葉
の意味を理解してもらえるよう関連資料を購入した
が、「リプロダクティブヘルス／ライツ」という言
葉自体の認知度がまだ低いため、引き続き工夫は必
要である。次年度は男女共同参画週間に合わせて特
集コーナーに展示する予定である。
・資料の貸出回数等、利用者にどのように伝わった
か検証方法について引き続き検討していくことが課
題である。

★★

2021
・リプロダクティブヘルス/ラ
イツ関連図書の展示

・6月～7月に中央図書館特集
コーナーで「男女共同参画週
間」に合わせリプロダクティブ
ヘルス/ライツ関連図書の展示
を行った。
・6月～7月に中央図書館YA
（ヤングアダルト）コーナーで
「もっと自由になりたい」を
テーマに展示を行った。

・若い世代にもリプロダクティブ・ヘルス/ライツ等
について知ってもらう機会を設けた。
・「リプロダクティブヘルス/ライツ」という用語自
体の認知度はまだ高いとはいえないが、他の男女平
等に関する資料と一緒に紹介・展示することによ
り、概念を知ってもらう機会を増やしていくことが
重要である。

★★

【めざすべき姿Ⅰ】【基本施策3】生涯を通じた男女の健康支援
【施策の方向Ⅰ－3－1】性を尊重する意識の浸透

No.14  リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する意識啓発

対象 :  市民

内容 :  男女がともにお互いの性を尊重し合えるよう、リプロダクティブ・ヘルス／ライツの概念を広く普及させるための情報収集・提供を充実
します。また、若い世代を対象とした、性や生殖を含めた健康に関する講座を充実します。

図書館
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2020
性に関する健康と権利の講座
「どうなっているの？思春期の
こころとからだ」

参加者：8名

　助産師を講師に迎え、現代の子どもたちの性知識
の入手経路、性的成熟が早まっている現状、若年妊
娠の現状など、若年層の性に関する現状について幅
広く学んだ。
　「正しい情報を伝えてあげることは、恥ずかしい
ことではないのだからしっかり伝えていこうと思い
ました。」などの感想があった。
　満足度が高い講座であるが、参加者が少ないた
め、広報など周知方法について今後検討していきた
い。

★★

2021 事業実施なし - - -

男女平
等推進
セン
ター
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

指導課 2020

　保健学習としては、学習指導
要領に基づき、小学校第4学年
の体育（保健）「育ちゆく体と
わたし」において体の発育・発
達について、中学校第1学年の
保健体育（保健分野）「心身の
機能の発達と心の健康」におい
て身体機能の発達や生殖にかか
わる機能の成熟についての指導
を通して、男女の特徴や異性の
尊重、成長の個人差についての
理解を図った。
　保健指導としては、学級活
動、学校行事などの特別活動、
個別の相談等をとおして、身近
な健康課題への対処、日常的な
健康に留意する行動等を身に付
けるよう指導を行った。
　また、総合的な学習の時間、
家庭科、理科、社会科、道徳、
小学校生活科などの教科等をと
おして、関連した内容について
指導を行った。

保健「育ちゆく体とわたし」
小学校の第4学年で4時間程度
実施。

保健体育「心身の機能の発達と
心の健康」
中学校の第1学年で5時間程度
実施。

道徳
小・中学校の全学年で35時間
程度実施。

　学校では、性に関する基礎・基本的な内容につい
て、発達段階に応じて、正しく理解させるととも
に、同性や異性との人間関係や、今後の生活で直面
する性に関する諸課題に対して、適切な意思決定や
行動選択ができるよう指導を行った。また、性教育
の充実のために、ゲストティーチャーの知識や経
験、養護教諭の専門性等を活用した指導を行った学
校もある。
　一方で、小・中学生の段階では個人の成長の違い
に大きな差があることや、誤った理解をしてしまっ
たり、知識だけが独り歩きをしてしまったりする懸
念があるなど、課題も見られる。また、東京都の
「性教育の手引き」の内容を踏まえ、家庭・地域と
も連携を図ることや、医師などの専門家の協力を得
ながら、適切な性教育を実施していく。

★★★

No.15  人権尊重の視点に立った性教育の充実

対象 :  市民、市組織

内容 :  性教育に関する資料の収集や情報提供を行います。また、男女それぞれの人権と性を尊重する立場から指導を行います。
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指導課 2021

　保健学習としては、学習指導
要領に基づき、小学校第４学年
の体育（保健）「育ちゆく体と
わたし」において体の発育・発
達について、中学校第1学年の
保健体育（保健分野）「心身の
機能の発達と心の健康」におい
て身体機能の発達や生殖にかか
わる機能の成熟についての指導
を通して、男女の特徴や異性の
尊重、成長の個人差についての
理解を図った。
　保健指導としては、学級活
動、学校行事などの特別活動、
個別の相談等をとおして、身近
な健康課題への対処、日常的な
健康に留意する行動等を身に付
けるよう指導を行った。
　また、総合的な学習の時間、
家庭科、理科、社会科、道徳、
小学校生活科などの教科等をと
おして、関連した内容について
指導を行った。

保健「育ちゆく体とわたし」
小学校の第4学年で4時間程度
実施。

保健体育「心身の機能の発達と
心の健康」
中学校の第1学年で5時間程度
実施。

道徳
小・中学校の全学年で35時間
程度実施。

　学校では、性に関する基礎・基本的な内容につい
て、発達段階に応じて、正しく理解させるととも
に、同性や異性との人間関係や、今後の生活で直面
する性に関する諸課題に対して、適切な意思決定や
行動選択ができるよう指導を行った。
　一方で、小・中学生の段階では個人の成長の違い
に大きな差があることや、誤った理解をしてしまっ
たり、知識だけが独り歩きをしてしまったりする懸
念があるなど、課題も見られる。また、東京都の
「性教育の手引き」の内容を踏まえ、家庭・地域と
も連携を図ることや、医師などの専門家の協力を得
ながら、適切な性教育を実施していく。

★★★
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020

・世界エイズデーに合わせた職
員へのネックストラップ着用協
力依頼（新型コロナウイルス感
染症のため)
・HIV及びAIDSに関するポス
ター掲示による普及啓発(駅・カ
フェ）

・世界エイズデー、HIV及び
AIDSに関する認知度の向上
･即日HIV検査（2020年12月
6日）
検査件数25件

・新型コロナウイルス感染症の影響により急遽計画
修正を行い実施した。市民一人ひとりが性感染症予
防を意識した生活が送れるよう、新型コロナウイル
ス感染症の感染状況等を考慮しながら適宜検討及び
調整の上で進めていく。

★★

2021

・HIV／エイズ、梅毒に関する
ポスターの掲示やちらしの配置
による普及啓発
・市ホームページで、HIV／エ
イズ、性感染症に関する外部サ
イトを周知

・市庁舎及び保健所出先機関３
か所の窓口でのポスターの掲示
及びちらしの配置を実施
・世界エイズデー、HIV／エイ
ズや梅毒に関する認知度の向上
を目的とした周知を実施
・世界エイズデーの実施に伴
い、保健所職員へのレッドリボ
ンネックストラップの着用の協
力を依頼
・HIV／エイズ、性感染症の検
査、相談についてのホームペー
ジアクセス件数　5239件

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、
HIV検査の実施や普及啓発活動を拡充することは難
しかった。市民が性感染症予防を意識した生活が送
れるよう、普及啓発の方法の検討及び調整を図って
いく。新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏
まえ、事業実施を検討していく。

★★

保健予
防課

【めざすべき姿Ⅰ】【基本施策3】生涯を通じた男女の健康支援
【施策の方向Ⅰ－3－2】性差に応じた健康支援の充実

No.16  健康支援のための啓発及び講座の開催

対象 :  市民

内容 :  市民に対して、性感染症等予防に関する啓発活動を推進します。また、関係機関と連携し、若い世代に対して妊娠中の喫煙・飲酒の害に
ついての啓発活動を推進します。
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2020

　新型コロナウイルス感染症の
影響で運動不足になりがちな女
性の健康支援を目的としてピラ
ティス教室「女性のためのカラ
ダメンテナンス」講座を実施
し、女性の運動不足、ストレス
解消の場を提供した。

参加者：9人

　新型コロナウイルス感染症の影響で外出がしづら
く、運動不足になりがちな女性を対象に、ピラティ
スで体をほぐしながら、心理的なストレスにもアプ
ロ―チする内容で講座を実施した。
　参加者の満足度が高く、この講座をきっかけに自
主グループが設立され、継続的な活動につなげるこ
とができた。

★★★

2021 事業実施なし - - -

男女平
等推進
セン
ター
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020

・乳がん検診については、実施
可能な設備のある医療機関に協
力を求めた。

・乳がん、子宮頸がん検診の受
診者数を増やすため、2019年
度よりも年齢層を広げて受診勧
奨はがきを送付した。

・新たに市外1ヵ所の医療機関
（聖マリアンナ医科大学　ブレ
スト＆イメージングセンター）
で乳がん検診の受診を可能にし
た。

・年齢層を広げて受診勧奨はが
きの送付したことで、2019年
度より、乳がん、子宮頚がん検
診の受診者数が増加した。

　乳がん検診の実施医療機関を、市外1ヵ所増やした
ことで、合計12ヵ所となった。また、コロナ禍にお
いてイベント等での普及啓発活動をする機会がな
かったが、年齢層を広げて受診勧奨はがきを送付し
たことで、2019年度よりも乳がん、子宮頸がん検
診の受診者数を増加させることができた。
　さらに、今後も受診勧奨や普及啓発活動を実施
し、がん検診の受診者を増やしていく。

★★

2021

・乳がん予防月間のデジタルサ
イネージによる普及啓発

・乳がん、子宮頸がん検診の個
別受診勧奨

・2021年度に健康づくりに向
けた包括的連携に関する協定を
締結した企業と協働し、マル
イ・モディのデジタルサイネー
ジを活用した乳がん検診の普及
啓発を新たに行った。

・乳がん・子宮頸がん検診の受
診者の増加のために、2020年
度より多くの対象者に個別勧奨
はがきの送付を行った。

・町田マルイ及び町田モディのデジタルサイネージ
を活用した、がん検診に関する普及啓発を行い受診
者数の増加を図った。町田駅周辺という立地を活か
せるよう啓発方法の工夫を検討していく。

・がんの早期発見・早期治療につなげるために行っ
た、個別受診勧奨はがきの送付を発送方法の工夫に
より、乳がん検診、子宮頸がん検診ともに受診者が
2020年度より増加した。今後も引き続き受診勧奨
や普及啓発活動を実施し、がん検診の受診者を増や
していく。

★★

No.17  検査・検診体制の充実

内容 :  性感染症について、医療機関との連携のもと、検査体制の充実を図ります。また、女性特有のがん等、性差に応じた疾病についても、医
療機関と連携し、早期に発見するための検診体制の充実を図ります。

対象 :  市民

健康推
進課
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2020 ・HIV及び性感染症検査の実施

・定例HIV検査（新型コロナウ
イルス感染症の影響により7月
のみの実施)
検査数30件
･即日HIV検査（2020年12月
6日）
検査件数25件

・新型コロナウイルス感染症の影響により急遽計画
修正を行い実施した。市民一人ひとりが性感染症予
防を意識した生活が送れるよう、新型コロナウイル
ス感染症の感染状況等を考慮しながら適宜検討及び
調整の上で進めていく。

★★

2021

・HIV及び性感染症の検査は、
新型コロナ対策のため中止
・市ホームページで、HIV／エ
イズ、性感染症に関する外部サ
イトを周知

・当市での検査実施の実績な
し。検査受診の相談があった際
は他の検査実施会場を案内
・市ホームページで他の検査実
施会場を周知
・HIV／エイズ、性感染症の検
査、相談についてのホームペー
ジアクセス件数　5,239件

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏ま
え、保健所全体の業務の維持のため、HIV検査は中
止とした。市民が性感染症予防を意識した生活が送
れるよう、普及啓発の方法の検討及び調整を図って
いく。新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏
まえ、事業実施を検討していく。

★

保健予
防課
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020
・性感染症や心身の健康などに
関する相談

・保健師等による健康相談
31,355件
・定例HIV検査(COVID-19の
影響により7月のみの実施)
検査数30件
・即日HIV検査（2020年12
月6日）
検査件数25件

・引き続き、性感染症や心身の健康などの相談事業
を実施していく。

★★★

2021
・性感染症や心身の健康などに
関する相談

・保健師等による健康相談
31,929件

・引き続き、性感染症や心身の健康などの相談事業
を実施していく。

★★

保健予
防課

No.18  性や健康にかかわる相談体制の充実と関係機関相互の連携

対象 :  市民

内容 :  性や心身の健康にかかわる各種相談事業の充実とともに、多岐分野にわたる関係機関との相互の連携を強化します。
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2020
　女性悩みごと相談により女性
の抱える悩みごとを傾聴し、ア
ドバイスや情報提供を行った。

相談件数：271件
（女性悩みごと相談実施件数
2,166件中）

　本市の女性悩みごと相談の体制は、他市に比べ実
施日が多く、電話相談のあとに必要に応じて面接相
談や法律相談を行っている。、相談件数は年々増加
傾向にあり、相談窓口の周知が着実に進んでいる。
　具体的な相談内容については、新型コロナウイル
ス感染症の不安、ご自身の心身の健康について、通
院、医療機関との関係性についてなどが多かった。
　これらの相談に対し、傾聴、アドバイスを行い、
必要に応じて情報提供を行った。今後も適切に相談
に対応していく。

★★★

2021
　女性悩みごと相談により女性
の抱える悩みごとを傾聴し、ア
ドバイスや情報提供を行った。

相談件数：275件
（女性悩みごと相談実施件数
2,278件中）

　本市の女性悩みごと相談の体制は、他市に比べ実
施日が多く、電話相談のあとに必要に応じて面接相
談や法律相談を行っている。、相談件数は年々増加
傾向にあり、相談窓口の周知が着実に進んでいる。
　具体的な相談内容については、ご自身の心身の健
康について、通院、医療機関との関係性についてな
どが多く、新型コロナウイルス感染症に関する相談
は減少した。
　これらの相談に対し、傾聴、アドバイスを行い、
必要に応じて情報提供を行った。今後も適切に相談
に対応していく。

★★★

男女平
等推進
セン
ター
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020

　国や東京都等が発行している
事業者向けのチラシ・冊子など
を市の関連施設や商工会議所に
設置し、市民や事業者に情報提
供を行った。

チラシ等配置先
産業政策課窓口、生活援護課、
町田商工会議所、町田新産業創
造センター

　今後も周知方法等を検討し、効果的な情報提供
を行う。

★★

2021

　国や東京都等が発行している
事業者向けのチラシ・冊子など
を市の関連施設や商工会議所に
設置し、市民や事業者に情報提
供を行った。

　東京都労働相談情報センター
八王子事務所との共催で、「育
休パパ・ママの職場復帰セミ
ナー」を実施した。

＜チラシ等配置先＞
産業政策課窓口、生活援護課、
町田商工会議所、町田新産業創
造センター

セミナー参加者数は19人（対
面）

　今後も周知方法等を検討し、効果的な情報提供
を行う。

　「講師による具体的事例」や「参加者同士の交
流会」を理由に、セミナーが「参考になった」と
感じた参加者の割合が100％であったため、一定
程度、周知・啓発活動を推進できたと捉えてい
る。本セミナーは毎年定期的に開催するものでは
ないが、適宜、東京都労働相談情報センター八王
子事務所と情報交換を行い、機会があれば共催で
実施する。

★★★

【めざすべき姿Ⅱ】【基本施策1】雇用や職業等の場における男女平等参画の推進
【基本施策Ⅱ－1－1】多様で柔軟な働き方を選べる環境整備への支援

No.19  男女雇用機会均等法や育児・介護休業制度に関する周知・啓発活動の推進

対象 :  市民、事業者

産業政
策課

内容 :  男女雇用機会均等法等の法律や制度（ワーク・ライフ・バランス、育児休暇、介護休暇等）に関する周知・啓発活動を推進します。
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2020

　10月の「全国労働衛生週間」
にあわせて、市民フォーラムに
て、ワーク・ライフ・バランス
のパネル展示を実施した。
　なお、新型コロナウイルス感
染症の影響により、「女性のた
めの再就職準備セミナー」は中
止になった。

パネル展示の実施
　新型コロナウイルス感染症の影響により、イベ
ントの開催が困難となったが、代替としてパネル
展示を実施することができた。

★★

2021

　ワーク・ライフ・バランスや
女性の再就職に着目した「女性
のための就職準備セミナー」を
開催した。

参加者：13人

　就職を希望する女性を対象に、ハローワーク職
員が講師となるセミナーを開催した。参加者が、
希望のワーク・ライフ・バランスをどのように実
現するか考えながら就職活動をするよううながす
ことで、「働くことについて見つめ直す良い機会
となった。」など、前向きな感想を多くいただい
た。

★★

男女平
等推進
セン
ター
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020

　国や東京都等が発行している
事業者向けのチラシ・冊子など
を市の関連施設や商工会議所に
設置し、市民や事業者に情報提
供を行った。

チラシ等配置先
産業政策課窓口、生活援護課、
町田商工会議所、町田新産業創
造センター

　今後も周知方法等を検討し、効果的な情報提供
を行う。

★★

2021

　国や東京都等が発行している
事業者向けのチラシ・冊子など
を市の関連施設や商工会議所に
設置し、市民や事業者に情報提
供を行った。

＜チラシ等配置先＞
産業政策課窓口、生活援護課、
町田商工会議所、町田新産業創
造センター

　今後も周知方法等を検討し、効果的な情報提供
を行う。

★★

2020
　仕事と家庭の両立推進企業賞
事業を実施した。

①2019年度受賞企業紹介パン
フレット配布　3,000枚
②2020年度表彰企業　市内企
業1社

①2019年度受賞企業の取組についてパンフレッ
トを作成し、町田商工会議所、町田法人会などを
通して市内事業所に配布した。
②2020年度は、子育て中も働きやすいよう勤務
時間や休暇、状況に応じて子連れの出勤も可能に
するなど、従業員に配慮している事業所を1社表彰
した。

★★

2021
　仕事と家庭の両立推進企業賞
事業を実施した。

2020年度受賞企業紹介パンフ
レット配布　3,000枚

　2020年度受賞企業の取組についてパンフレッ
トを作成し、町田商工会議所、町田法人会などを
通して市内事業所に配布した。

★★

産業政
策課

男女平
等推進
セン
ター

No.20  事業者へのワーク・ライフ・バランス推進支援

対象 :  事業者

内容 :  市内の中小企業におけるワーク・ライフ・バランス推進を支援します。
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020

　町田市総合評価方式実施ガイ
ドラインに基づき、総合評価方
式による一般競争入札を実施
し、「仕事と家庭の両立推進企
業賞」の事業者への周知及び受
賞の促進を行った。

実施回数：5件

　一般競争入札の総合評価方式が本導入されてか
ら2020年度で5年が経過した。「仕事と家庭の両
立推進企業賞」は総合評価の加点項目の一つであ
ることは、事業者にも周知されるようになった。
2021年度も引続き、総合評価方式により入札で
きる案件を選定し、「仕事と家庭の両立推進企業
賞」についても周知していく。

★★★

2021

　町田市総合評価方式実施ガイ
ドラインに基づき、総合評価方
式による一般競争入札を実施
し、「仕事と家庭の両立推進企
業賞」の事業者への周知及び受
賞の促進を行った。

総合評価方式による一般競争入
札回数：4回

　一般競争入札の総合評価方式が本導入されてか
ら2021年度で6年が経過した。「仕事と家庭の両
立推進企業賞」は総合評価の加点項目の一つであ
ることは、事業者にも浸透してきている。引き続
き2022年度も総合評価方式により入札できる案
件を業種が偏らないよう満遍なく選定し、「仕事
と家庭の両立推進企業賞」についても周知してい
く。
　また、「仕事と家庭の両立推進企業賞」の受賞
後から3年度経過後もワーク・ライフ・バランスの
促進に継続して取り組んでいる企業を評価できる
仕組みの検討を担当部署とともに進めていく。

★★★

No.21  ワーク・ライフ・バランス推進企業の評価制度の啓発

内容 :  ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価する「町田市総合評価方式実施ガイドライン」について、事業者への周知を行います。

対象 :  事業者

契約課
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

職員課 2020

・現役の女性管理職を紹介する
情報紙を発行し、仕事への向き
合い方を見直し、自分らしい
キャリア形成について前向きに
考えるきっかけづくりを行っ
た。
・育児休業を取得した男性職員
の体験記を紹介する情報誌を発
行し、男性職員の育児関連休暇
の取得に対する意識向上を図っ
た。
・2017年から導入している時
差勤務について、より柔軟な働
き方が出来るよう、運用面の見
直しを行った。

・女性管理職を紹介する情報紙
を2回発行（計4名紹介）。
・育児休業を取得した男性職員
の体験記を紹介する情報誌を1
回発行（計3名紹介）。
・時差勤務利用者437人（男性
315人、女性122人）
※2020年度末時点

・2020年度は、新型コロナウィルス感染防止の
観点から、これまで実施していた、女性係長級の
職員と市長のオフサイトミーティングや子育て中
の職員を集めるグループヒアリングを見送ること
となった。
今後は、女性管理職を紹介する情報紙発行を継続
していくとともに、管理職に占める女性の割合の
向上のための新たな取り組みを検討していく必要
がある。
・育児休業を取得した男性職員からは、職場の上
司や同僚が育児休業取得のために人員配置や仕事
の進め方を工夫してくれたとの声があり、育児関
連休暇が取得しやすい職場風土が醸成されてきて
いると考えられる。今後も、育児休業を取得した
男性職員の体験記の紹介等により、育児関連休暇
を取得しやすい職場風土づくりに取り組む。
・時差勤務利用者は毎年増加しており、夫婦で時
差勤務を利用することで、無理なく仕事と育児の
両立を図っている職員も多く見られる。2020年
度は、新たな勤務パターン（10:00～18:45）の
導入や、これまで出来なかった時差勤務制度利用
者の半日単位の休暇取得（振替休日・代休・年次
有給休暇等）が可能になるよう見直しを行うこと
で、より柔軟な時差勤務制度を実現できた。今後
も、時差勤務の運用上の課題を整理し、多様な働
き方の検討を進めることで、誰もが活躍できる職
場風土の醸成を図る。

★★★

No.22  市役所内におけるポジティブ・アクションの推進

内容 :  管理職に占める女性の割合の向上や、男性の育児関連休暇の取得率向上を通して、男女がともに、活躍する職場風土づくりに取り組みま
す。

対象 :  市組織
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職員課 2021

・現職女性係長の昇任意欲醸成
を目的として、女性係長と市長
とのオフサイトミーティングを2
年ぶりに実施した。
・管理職を目指したいと思う女
性職員の数を増やすことを目的
として、女性管理職の経験を共
有する座談会及びパネルディス
カッションを新たに企画し、実
施した。
・現役の女性管理職を紹介する
情報紙を発行し、仕事への向き
合い方を見直し、自分らしい
キャリア形成について前向きに
考えるきっかけづくりを行っ
た。
・育児休業を取得した男性職員
の体験記を紹介する情報誌を発
行し、男性職員の育児関連休暇
の取得に対する意識向上を図っ
た。
・2017年から導入している時
差勤務について、より柔軟な働
き方が出来るよう、運用面の見
直しを行った。

・対象職員：管理職候補者選考
対象となる女性係長14人、75
分のオフサイトミーティングを
3回行った。
・対象職員：主事・主任・係長
の女性職員23人、女性管理職3
人によるパネルディスカッショ
ン（約50分）と参加者との座談
会（約50分）を行った。
・2019年度から女性管理職を
紹介する情報紙を発行し、3年
間で計12人の女性管理職から家
庭と仕事の両立のコツなどを紹
介。
・2020年度から育児休業を取
得した男性職員の体験記を紹介
する情報誌を発行し、2年間で
計7人の記事を全庁掲示
・2021年度末時点の時差勤務
利用者数が前年度比63人増の
500人（男性356人、女性144
人）
※2020年度末時点437人（男
性315人、女性122人）

・オフサイトミーティング参加者からは、「評価
者の立場で係員を見る視点を持とうと思った。ま
た、同じ女性係長の意見を聞くことができて参考
になった」等の意見が見られた。
・座談会参加者からは「キャリアについて前向き
に考えることができるようになった」、「管理職
になることへのハードルが下がった」という声が
多くあった。オフサイトミーティングとあわせて
今後も継続して実施し、昇任意欲の向上に努めて
いく。
・育児休業を取得した男性職員からは、職場の上
司や同僚が育児休業取得のために人員配置や仕事
の進め方を工夫してくれたとの声があり、育児関
連休暇が取得しやすい職場風土が醸成されてきて
いると考えられる。今後も、育児休業を取得した
男性職員の体験記の紹介等により、育児関連休暇
を取得しやすい職場風土づくりに取り組む。
・時差勤務利用者は毎年増加しており、夫婦で時
差勤務を利用することで、無理なく仕事と育児の
両立を図っている職員も多く見られる。2021年
度は1ヶ月単位、週単位で利用可能としていた時差
勤務制度を、1日単位でも利用できるよう制度見直
しを行い、時差勤務利用者の増加に繋げることが
できた。今後も、時差勤務の運用上の課題を整理
し、多様な働き方の検討を進めることで、誰もが
活躍できる職場風土の醸成を図る。

★★★
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

産業政
策課

2020

　東京都との共催で、文化交流
センターにおいて、女性向けの
職業訓練(5日間コース)を実施し
た。

　町田新産業創造センターが、
女性を対象にした創業スクール
をオンラインで開催した。

女性向け職業訓練（5日間コー
ス）
4回（各回定員10名）

まちだ女性創業スクール
参加者数15人

　「女性向け職業訓練」：定員を大きく上回る（1
回平均19名）申し込みがあり、修了生のうち約
25％の方々の、実際の就業につなげることができ
た。申込件数も年々増加しており、引き続き東京
都と連携して開催する。
　「まちだ女性創業スクール」：2020年度はコ
ロナ禍のため、初のオンライン開催となった。日
曜日午前中の開催のため会社員の参加もあったほ
か、受講者からは、講義内容が分かりやすく、楽
しく学ぶことができた等の高評価の意見をいただ
いた。
　一方、課題として、オンライン開催のため受講
者間の交流機会が少なかったことや、同じ講座の
中でも受講者の創業に対する意識や知識レベルに
ばらつきがあった。
　2021年度は、受講者間の交流機会を設けると
ともに、講座内容のレベル分けを行い、オンライ
ンで日曜日に5回開催する。

★★★

対象 :  市民

内容 :  再就職に向けた講座や女性の起業に関するセミナーを開催します。また、起業や就労に関する情報収集、提供を行います。

【めざすべき姿Ⅱ】【基本施策1】雇用や職業等の場における男女平等参画の推進
【基本施策Ⅱ－1－2】女性の活躍推進に向けた取り組みへの支援

No.23  再就職や起業に向けた学習講座等の開催や情報の収集・提供
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産業政
策課

2021

　東京都との共催で、文化交流
センターにおいて、女性向けの
職業訓練(5日間コース)を実施し
た。

　町田新産業創造センターが、
女性を対象にした創業スクール
を入門編と実践編に分け、受講
者のニーズに応じたカリキュラ
ムで実施した。

女性向け職業訓練（5日間コー
ス）
参加者数38人（全4回、対面）

まちだ女性創業スクール入門編
参加者数13人（全5回、オンラ
イン）
まちだ女性創業スクール実践編
参加者数12人（全5回、対面）

「女性向け職業訓練」：定員を大きく上回る（1回
平均20名）申し込みがあったため、引き続き満足
度の高い事業を実施できるよう東京都と連携して
開催する。

「まちだ女性創業スクール」：2021年度は、入
門編と実践編にカリキュラムの見直しを行ったと
ころ、スクールの選定理由としてカリキュラムの
内容充実により選択した方が多かったことから、
内容の満足度も高く、高評価の意見をいただい
た。また、受講者同士の交流機会を設けるため、
LINEグループでのコミュニティ形成を行った。
一方、課題として、参加者の年齢層が限定的と
なっているため、幅広い層にリーチできるような
集客対策が必要だと考えている。
2022年度は、SNS等で受講生を募集し、コロナ
禍で実施できていない対面での交流会を行い、近
況報告やマッチング等の機会を設ける。

★★★

2020

①応募書類作成方法と保活情報
を伝える講座（2日間）
②パソコン講習（2回）
③面接対策講座

※新型コロナウイルス感染症の
影響により、社会保険制度と税
を知る講座が中止になった。

参加者
①延べ17人
②延べ56人
③10人

　新型コロナウイルス感染症の影響により中止と
なった講座もあったが、多くは感染症対策を行い
ながら開催することができた。
　受講者の中から就職に繋がった人も出ており、
一定の成果が得られたと考えられる。

★★★

2021

①応募書類作成方法と保育園の
選び方を伝える講座
②パソコン講習（1回）

※新型コロナウイルス感染症の
影響により、パソコン講習（1
回）が中止になった。

参加者
①13人
②27人

　新型コロナウイルス感染症の影響により中止と
なった講座があった。
　ハローワークと共催で実施し、広報に協力して
もらうことで、情報が対象者に届けられる講座で
ある。引き続き共催での実施をしたい。

★★★

男女平
等推進
セン
ター

81



担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020

・広聴課では、社会保険労務士
による「年金・社会保険・労務
についての専門相談」の広報や
相談の予約受付を行い、専門相
談を実施した。
・相談者に対し、適切な案内を
行った。
・2020年11月22日（日）に
小山市民センターで無料相談会
を行った。また、2021年2月
14日（日）に電話による無料相
談会を行った。

・2020年度は男女合わせて、
36人から年金や社会保険、労務
についての相談があり、社会保
険労務士による専門相談を行っ
た。
・労働基準監督署の無料電話相
談や法律相談等への案内を行っ
た。
・無料相談会には、男女合わせ
て18人の方が参加し、そのうち
2人が、「年金・社会保険・労
務相談」を受けた。

・相談者に対し、専門相談の案内など、適切な対
応ができた。
・引き続き、関係部署への案内を行い、相談者が
解決方法を導きだせるように、対応していく。
・引き続き、休日に市民センター等でも社会保険
労務士による「年金・社会保険・労務についての
専門相談」を行っていく。
・毎年9月最終日曜日にぽっぽ町田で行っていた無
料相談会が、2020年度は新型コロナウイルス感
染症の影響により中止になったため、2021年度
は十分な感染対策を行い実施する。なお、対面で
の相談会が難しいようなら電話による相談を検討
する。

★★

2021

・広聴課では、社会保険労務士
による「年金・社会保険・労務
についての専門相談」の広報や
相談の予約受付を行い、専門相
談を実施した。
・相談者に対し、適切な案内を
行った。
・2021年10月17日（日）に
「未来を創るアーバンネットま
ちだ」による無料相談会をぽっ
ぽ町田で行った。また、2021
年11月28日（日）になるせ駅
前市民センター、2022年2月
27日（日）に玉川学園コミュニ
ティセンターで無料相談会を
行った。

・2021年度は男女合わせて、
43人から年金や社会保険、労務
についての相談があり、社会保
険労務士による専門相談を行っ
た。
・労働基準監督署の無料電話相
談や法律相談等への案内を行っ
た。
・無料相談会には、男女合わせ
て68人の相談者が相談を受け、
そのうち6人が、「年金・社会
保険・労務相談」を受けた。

・相談者に対し、専門相談の案内など、適切な対
応ができた。
・引き続き、関係部署への案内を行い、相談者が
解決方法を導きだせるように、対応していく。
・引き続き、休日に市民センター等でも社会保険
労務士による「年金・社会保険・労務についての
専門相談」を行っていく。
・2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響
によりぽっぽ町田で行っていた無料相談会が中止
になったが、2021年度は相談ブースを減らし、
十分な感染対策を行った上で実施することができ
た。
・広聴課で行っている専門相談において、対面で
の相談・電話での相談に加え、オンラインでの相
談を検討していく。

★★★

内容 :  女性の就労に伴う相談に対し、悩みごと相談や関係機関と連携し、適切な情報提供を行い、女性の就労を支援します。

広聴課

対象 :  市民、事業者

No.24  相談窓口の実施
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2020

　生活保護受給者、住居確保給
付金受給者、自立相談支援事業
による支援を受けている生活困
窮者、児童扶養手当受給者、そ
の申請者及び相談者を対象に、
職業紹介や求人情報の提供を行
う。

　ケースワーカー等が、常駐し
ているハローワーク職員の就労
支援ナビゲーター2名と連携し
て就職に向けた支援を行った。

　女性が相談しやすい環境として、就労支援ナビ
ゲーターに女性相談員が配置されている。また、
ハローワークが実施する、ひとり親世帯の就労支
援を強化するためのキャンペーン等を活用するな
ど、今後も就労支援ナビゲーターと連携しつつ、
就労支援を行っていく。

★★

2021

　生活保護受給者、住居確保給
付金受給者、自立相談支援事業
による支援を受けている生活困
窮者、児童扶養手当受給者、そ
の申請者及び相談者を対象に、
職業紹介や求人情報の提供を行
う。

　ケースワーカー等が、常駐し
ているハローワーク職員の就労
支援ナビゲーター2名と連携し
て就職に向けた支援を行った。
新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金に伴う就労相
談が、大幅に増加した。

　女性が相談しやすい環境として、就労支援ナビ
ゲーターに女性相談員が配置されている。また、
ハローワークが実施する、ひとり親世帯の就労支
援を強化するためのキャンペーン等を活用するな
ど、今後も就労支援ナビゲーターと連携しつつ、
就労支援を行っていく。

★★

2020

　東京都との共催で、ぽっぽ町
田イベントスペースにおいて街
頭労働相談会を開催する予定
だったが、新型コロナウイルス
感染症の影響により中止とし
た。

なし
　今後も関係機関と連携して相談機会を確保する
とともに、適切な情報提供を行う。

★★

2021

　東京都労働相談情報センター
八王子事務所との共催で、小田
急町田駅ビル東口広場（通称：
旧カリヨン広場）において街頭
労働相談会を開催する予定だっ
たが、新型コロナウイルスの影
響により中止とした。

なし
　今後も関係機関と連携して相談機会を確保する
とともに、適切な情報提供を行う。2022年度に
も同様に実施する方向で調整している。

★★

生活援
護課

産業政
策課
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2020
　女性悩みごと相談により女性
の抱える悩みごとを傾聴し、ア
ドバイスや情報提供を行った。

相談件数：98件
（女性悩みごと相談実施件数
2,166件中）

　本市の女性悩みごと相談の体制は、他市に比べ
実施日が多く、電話相談のあとに必要に応じて面
接相談や法律相談を行っている。
　相談件数は年々増加傾向にあり、相談窓口の周
知が着実に進んでいる。
　具体的な相談内容は、新型コロナウイルス感染
症の職場への影響、パワハラ、職場での人間関係
についてなどの相談が多かった。また、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で、テレワークやオンラ
イン面接など新たな悩みの相談が出ている。
　これらの相談に対し、傾聴、アドバイスを行
い、必要に応じて情報提供を行った。今後も適切
に相談に対応していきたい。

★★★

2021
　女性悩みごと相談により女性
の抱える悩みごとを傾聴し、ア
ドバイスや情報提供を行った。

相談件数：116件
（女性悩みごと相談実施件数
2,278件中）

　本市の女性悩みごと相談の体制は、他市に比べ
実施日が多く、電話相談のあとに必要に応じて面
接相談や
　具体的な相談内容は、職場での失敗の振り返
り、人間関係についての相談が多かった。新型コ
ロナウイルスに関係する相談の件数は減少した。
　これらの相談に対し、傾聴、アドバイスを行
い、必要に応じて情報提供を行った。今後も適切
に相談に対応していきたい。

★★★

男女平
等推進
セン
ター
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

児童青
少年課

2020

　放課後に適切な保護を受けら
れない小学1年生から3年生
（障がいのある児童は6年生ま
で）に対して、楽しく安全に過
ごせる生活の場を提供すること
で、児童の成長と自立を支援
し、保護者が安心して働ける環
境を整える。

　一定期間に申請のあった児童
については、障がいの有無に関
わらず全員が入会することがで
きる「全入」制度を導入してい
る。また、全ての小学校区に学
童保育クラブを設置すること
で、仕事と家庭生活の両立に向
けた環境を整えた。
　さらに、新型コロナウイルス
感染拡大に伴う小学校の臨時休
業中も、保育が必要な世帯向け
に、学童保育クラブは臨時の1
日保育を実施した。また、感染
拡大防止を徹底し、緊急事態宣
言下においても保育を継続して
実施出来る体制を整備した。

　多摩26市の中でも、早い時期から一定期間に申
請のあった児童については、障がいの有無に関わら
ず全員が入会することができる「全入」制度を導入
することで、多くの市で待機児童が発生している状
況下においても、働く保護者を支援するサービスを
整えてきた。
　学童保育クラブを利用する「利用率」は増加して
おり、今後も多くの児童の利用が予測されることか
らも、保育スペースの確保に努めることで、仕事と
家庭生活の両立に向けた環境を整える。また、
2021年度から、入会を希望する全学年の児童の受
け入れを開始するため、保育スペースの拡張等、準
備を進めた。

★★

【めざすべき姿Ⅱ】【基本施策2】仕事と家庭生活の調和に向けた育児・介護の支援
【施策の方向Ⅱ－2－1】子育てに対する支援

No.25  保育サービスの充実

対象 :  市民

内容 :  延長保育、一時保育、学童一時預かりなどのソフト面と待機児童解消に向けた保育園整備などのハード面双方から保育サービスの充実を図
ります。
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児童青
少年課

2021

　放課後に適切な保護を受けら
れない小学生に対して、楽しく
安全に過ごせる生活の場を提供
することで、児童の成長と自立
を支援し、保護者が安心して働
ける環境を整える。

　一定期間に申請のあった小学
1年生から3年生までの児童（障
がいのある児童は6年生まで）
については、全員が入会できる
「全入」制度を導入している。
また、全ての小学校区に学童保
育クラブを設置し、仕事と家庭
生活の両立に向けた環境を整え
ている。
　新型コロナウイルス感染症に
対しては、学童保育クラブ内で
の拡大防止を徹底することで、
保育を継続的に実施した。

　多摩26市の中でも、早い時期から一定期間に申
請のあった小学1年生から3年生までの児童（障が
いのある児童は6年生まで）については、全員が入
会できる「全入」制度を導入してきたことで、入会
待ちとなる児童を極力抑えることができ、働く保護
者を支援するサービスを整えてきた。
　なお、2021年度から、入会できる児童を全学年
に広げたことから入会申請数は増加傾向にあるた
め、育成スペースの整備を引き続き進めることで、
保護者が安心して就労等を行える環境を整える。

★★
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保育・
幼稚園
課

2020

・保育認定を受けた子どもにつ
いて、通常の利用日・時間以外
に保育を行う延長保育事業を実
施した。

・家庭で保育されている子ども
や、保育所の利用を保留してい
る子どもが利用できる一時保
育、定期利用保育を実施した。
また、学童（1～6年生）を預
かる学童一時預かり事業を実施
した。

・駅近くの利便性の良い箇所で
一時的に乳幼児を預かり、入所
している教育・保育施設等へ送
迎を行い日中は各施設で保育を
行う、送迎保育ステーション事
業を実施した。

・保育コンシェルジュによる、
保育園・幼稚園選びの出前講座
を開催し、利用を検討している
家庭の相談体制の拡充を図っ
た。

【2020年度実績】
〇延長保育
実施施設数：86か所
延利用人数：85,777人

〇一時保育
実施施設数：56か所
延利用人数：13,358人

〇定期利用保育
実施施設数：27か所
延利用人数：17,248人

〇学童一時預かり
実施施設数：13か所
延利用人数：9,858人

〇送迎保育ステーション
実施施設数：1か所
延べ利用人数：7,500人

○保育コンシェルジュ地域講座
開催回数：9回
参加者数：116人

・延長保育、一時保育、定期利用保育、学童一時預
かりについて、多くの保育ニーズに応えることがで
きた。これらの事業については、現在の規模を確保
しつつ、認定こども園や幼稚園も含めた多様な施設
での実施を推進していく。また、地域の実情に応じ
た適正量の確保を検討していく。

・送迎保育ステーションについては、利用希望者の
増加等に合わせ増便対応等を実施しており、2021
年度からは、利用定員を拡充予定。今後も引き続
き、利用者のニーズに応じた事業を推進していく。

・保育コンシェルジュによる出前講座については、
より細やかな支援を行い、参加者の満足度を高める
ことが出来た。また、保育所・幼稚園等の施設情報
については、各家庭に適した施設の選び方が可能と
なるよう、施設の空き状況の把握等を行い、利用者
の選択に資する内容を集約し、情報発信していく。

★★★
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保育・
幼稚園
課

2021

・保育認定を受けた子どもにつ
いて、通常の利用日・時間以外
に保育を行う延長保育事業を実
施した。

・家庭で保育されている子ども
や、保育所の利用を保留してい
る子どもが利用できる一時保
育、定期利用保育を実施した。
また、学童（1～6年生）を預
かる学童一時預かり事業を実施
した。

・駅近くの利便性の良い箇所で
一時的に乳幼児を預かり、入所
している教育・保育施設等へ送
迎を行い日中は各施設で保育を
行う、送迎保育ステーション事
業を実施した。

・保育コンシェルジュによる、
保育園・幼稚園選びの出前講座
を開催し、利用を検討している
家庭の相談体制の拡充を図っ
た。

【2021年度実績】
〇延長保育
実施施設数：86か所
延利用人数：100,054人

〇一時保育
実施施設数：56か所
延利用人数：18,103人

〇定期利用保育
実施施設数：32か所
延利用人数：23,003人

〇学童一時預かり
実施施設数：13か所
延利用人数：10,882人

〇送迎保育ステーション
実施施設数：1か所
延べ利用人数：9,145人

○保育コンシェルジュ地域講座
開催回数：10回
参加者数：130人

・延長保育、一時保育、定期利用保育、学童一時預
かりについて、多くの保育ニーズに応えることがで
きた。コロナ禍における利用控えが収まりつつある
中、これら事業については、現在の規模を確保しつ
つ、認定こども園や幼稚園も含めた多様な施設での
実施を推進していく。また、地域の実情に応じた適
正量の確保を検討していく。

・送迎保育ステーションについては、利用希望者の
増加等に合わせ増便対応等を実施しており、2021
年度は、利用定員を2人増やし、32名とした。
また、5月から児童が日中在籍する施設の園バスの
活用を開始し、1日あたりの利用定員を37名に増加
させた。今後も引き続き、利用者のニーズに応じた
事業を推進していく。

・保育コンシェルジュによる出前講座については、
参加者の状況に合わせたより細やかな支援を行い、
満足度を高めることが出来た。また、保育所・幼稚
園等の施設情報については、各家庭に適した施設の
選び方が可能となるよう、施設の空き状況の把握等
を行い、利用者の選択に資する内容を集約し、情報
発信していく。2021年度は、新たな取組として、
保育施設の選び方講座の動画を公開した。

★★★
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子育て
推進課

2020

　認可保育所、小規模保育事業
所を整備した。
　既存施設の認定こども園への
移行を行った。
　延長保育、一時保育、年末保
育、病児・病後児保育を実施し
た。
　病児保育室を整備した。

1．2021年4月現在
（2021.4.1開所）
認可保育所　　74園（1園）
認定こども園　14園（2園）
小規模保育所 18園（3園）
病児保育室　　　2室（0室）

2．一時保育利用者数：3,147
人
　延長保育利用者数：13,053
人
　年末保育利用者数：33人
※公立保育園（5園）にて
※人数は延べ人数

3．病児保育施設の定員2名増。
また、新たに相模原市と病児保
育の広域利用協定を締結。

　2021年4月に認可保育所1園、小規模保育事業
所を3園整備した。また、既存施設を2園、認定こ
ども園に移行した。それにより待機児童数は減少し
た。引き続き待機児童解消に向けた施設整備を行
う。
　2020年4月に病児保育の利用定員を2名増やし
た。また、2020年11月に、全国で初めてとなる
都道府県の域を越えた病児保育の広域利用協定を相
模原市と締結し、利便性向上を図った。
　今後は、病児・病後児保育の更なる利便性向上の
ため、南地区の施設整備に向けた検討・調整を進め
る。

★★★
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子育て
推進課

2021

　認可保育所、小規模保育事業
所をを整備。
　既存施設の認定こども園への
移行。
　延長保育、一時保育、年末保
育、病児・病後児保育を実施。
　病児保育室の整備。

1．2022年4月現在
（2022.4.1開所）
認可保育所　　74園（0園）
認定こども園　14園（0園）
小規模保育所 19園（1園）
病児保育室　　　3室（1室）

2．一時保育利用者数：3,671
人
　延長保育利用者数：13,240
人
　年末保育利用者数：30人
※公立保育園（5園）にて
※人数は延べ人数

3．病児保育室おおきな樹（町
田地域）の開所日数を週4日か
ら週5日に増加。
また、2022年4月開設の病児
保育室じんべえ（南地域）を整
備。

　2022年4月に小規模保育事業所1園（南地域）
を開所したが、待機児童数は1人減少に留まった。
2023年4月開所の認可保育所1園（南地域）の整
備を進めており、引き続き待機児童解消に向けた取
り組みを行う。

　一時保育、延長保育の利用者数は、新型コロナウ
イルス感染症の影響による利用控えの回復等によ
り、2020年度から利用者数が増加した。
　引き続き、多様なニーズに応えられるよう実施し
ていく。

　2021年4月から、病児保育室おおきな樹（町田
地域）の開所日数を週4日から週5日に増やした。
病児・病後児保育の延べ利用者数は、病児保育室お
おきな樹の開所日数増加及び近隣市との広域利用協
定の効果などにより、2020年度から1,015人増加
し、1,681人となりました。
　また、2022年4月開設の病児保育室じんべえ
（南地域）の整備を行い、市内の病児保育施設は3
施設となった。
　今後は、病児・病後児保育の更なる利便性向上の
ため、鶴川地域の施設整備もしくは新たな近隣市と
の広域利用協定について、検討を行う。

★★★
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2020

　児童を養育している保護者が
疾病、就労等やむを得ない事由
で、養育することが一時的に困
難になったときに短期的に養育
する。宿泊を伴うショートステ
イと夜間まで預かるトワイライ
トステイがある。

・ショートステイ
利用延人数　　349名
利用宿泊数　　634泊

・トワイライトステイ
利用延人数　　573名
利用時間数　　4,274時間

　ショートステイ・ベビーCoＣoでは0歳から2歳
未満のショートステイを実施し、子どもショートス
テイの家マルガリータでは2歳から小学校6年生ま
でのショートステイ及びトワイライトステイを実施
した。
　また、当日の利用希望にも柔軟に対応するなど、
緊急時における子どもの安全な養育場所を確保し
た。
　ショートステイ実施施設が市の西北部・西部に位
置しているため、里親を活用した養育協力家庭によ
るショートステイを実施することでニーズがある方
が利用しやすい制度になるよう努める。

★★

2021

　児童を養育している保護者が
疾病、就労等やむを得ない事由
で、養育することが一時的に困
難になったときに短期的に養育
する。宿泊を伴うショートステ
イと夜間まで預かるトワイライ
トステイがある。

・ショートステイ
利用延人数　　357名
利用宿泊数　　573泊

・トワイライトステイ
利用延人数　　568名
利用時間数　　4,579時間

　0歳から小学校6年生までのショートステイ、2歳
から小学校6年生までのトワイライトステイを実施
することで、子どもの安全な養育場所を確保した。
　引き続き、児童及びその家庭に対する在宅サービ
スの充実に努める。

★★

子ども
家庭支
援セン
ター
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020

・母親学級年12回(2日コー
ス)、両親学級12回は土曜日に
開催
・そらまめの会(多胎児の会)を
年3回開催

・母親学級年8回(2日コース)、
両親学級8回開催。延べ504人
(うち父親186人)が参加。
・そらまめの会年2回開催。延
べ51人が参加。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、4月か
ら7月は実施できなかった。
・母親学級に参加を希望する妊婦のニーズは高く、
2020年度中止の間は電話相談にて妊婦の不安を解
消できるよう努め、また、再開の際には感染予防対
策をした上で開催した。
・そらまめの会については、2020年度は3回実施
の予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響
で2回の実施となった。多胎児を持つ家族の自主グ
ループ『ひよこまめの会』の支援を今後も進めてい
く。

★★★

2021

・母親学級（2日コース）　年
12回、両親学級（土曜日に開
催）　年12回、それぞれ開催
・そらまめの会（多胎児の会）
年3回開催

・母親学級　年12回（2日間
コース）、両親学級　年11回開
催　延べ587人（うち、父親
194人）が参加
・そらまめの会　年2回開催
延べ47人が参加

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、母親学
級1回、そらまめの会1回が中止となったが、多く
の参加があった。
・母親学級への参加を希望する妊婦のニーズは高
く、感染予防対策を講じて開催した。
・そらまめの会について、多胎児を持つ家族の自主
グループ「ひよこまめの会」への支援を今後も進め
ていく。

★★★

内容 :  子育てに関する啓発活動の充実を図ります。また、子育てを行っている親を対象とした事業やイベントを開催します。

No.26  子育てに関する啓発活動の充実や講座の開催

対象 :  市民

保健予
防課
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2020
子育てサイトでの情報配信
子育てひろば事業・イベント・
育児講座の開催

ひろばカレンダーを毎月発行
子育てひろば（園庭・室内開放
参加人数）の参加者数
31,351人

　子育てひろば事業で、子育てに関する啓発活動を
行い、保護者の交流も図った。新たな取り組みとし
て、子育てひろばの動画配信を行った。子育てひろ
ばの参加者数は、新型コロナウイルス感染症予防の
ため2020年4月から2020年6月上旬まで子育て
ひろばを休止していたこと、その後も感染症対策で
利用の人数制限等を行ったことから、参加者数は
2019年度の61,778人から大きく減少した。
　子育てに関するイベント等については、「子育て
サイト」や紙媒体の「ひろばカレンダー」で情報を
配信し、子育て世代が欲する情報の提供に努めた。
　子育て家庭への支援は重要であることから、より
効果的な情報発信、支援方法について検討し、実施
していく。

★★★

2021
子育てサイトでの情報配信
子育てひろば事業・イベント・
育児講座の開催

ひろばカレンダーを毎月発行
子育てひろば（園庭・室内開放
参加人数）の参加者数
57,377人

　子育てひろば事業を、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、利用者数を制限する等の対策を講
じたうえで実施した。閉鎖期間のあった2020年度
（4月から6月上旬閉鎖）と比較し、利用者数が
26,026人増加した。
　子育てに関するイベント等については、「子育て
サイト」や紙媒体の「ひろばカレンダー」で情報を
配信し、子育て世代が欲する情報の提供に努めた。
　子育て家庭への支援は重要であることから、より
効果的な情報発信、支援方法について検討し、実施
していく。

★★★

子育て
推進課
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2020
　地域子育てセンターと協働で
育児講座（虐待防止啓発のため
の育児支援事業）を実施する。

育児講座（虐待防止啓発のため
の育児支援事業） 2回

　就学前の子どもがいる保護者に、子育ての悩みを
ひとりで抱え込まないこと、年齢による子どもの発
達について知識を知ってもらうことを目的に、地域
子育て相談センターと協働で講座を実施した。 講座
は、保護者と子どもの間でよくある出来事や場面を
職員が寸劇等で見せ、その時の対応方法について一
緒に考える方法で行った。
　コロナ禍で2回のみの実施となったが、次年度は
感染予防に努め、実施回数を増やす予定である。

★★

2021
　地域子育てセンターと協働で
育児講座（虐待防止啓発のため
の育児支援事業）を実施する。

育児講座（虐待防止啓発のため
の育児支援事業）　6回

　就学前の子どもがいる保護者に、子育ての悩みを
ひとりで抱え込まないこと、年齢による子どもの発
達について知識を知ってもらうことを目的に、地域
子育て相談センターと協働で育児講座を実施した。
　次年度も引き続き、講座の実施を通して、子育て
の悩みを抱える保護者を支援していく。

★★

子ども
家庭支
援セン
ター
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2020

　親と子のまなびのひろば「パ
パと一緒にきしゃポッポ」を毎
月第4日曜日午後に開催。

４月～８月は、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の為、事業を中
止し、９月以降は募集人員を減
らして実施した。

年間7回開催、延べ31組が参加

振り返り（感想）
・楽しかったです。
・妻が良く利用しています。とても助かっていると
良く言っています。
・とても参考になりました。また参加したいと思い
ます。
・身体を動かせる場があるといいと思います。

今後の目標
男性の子育ての学習機会と仲間作りの場として継続
して実施し、父親の講座受講につなげていく。

★★★

2021

　親と子のまなびのひろば「パ
パと一緒にきしゃポッポ」を毎
月第3日曜日午後に開催。

　新型コロナウイルス感染症拡
大の為、5月は事業を中止し、
それ以外の月は募集人員を限定
して実施した。

年間11回開催、延べ64組が参
加

振り返り
楽しく参加できたという感想を多くいただいてい
る。また、パパと一緒にきしゃポッポの時間内で
行っている親子工作も好評で、自宅でも子どもと遊
んでいるとの声があった。

今後の目標
男性向けに子育てに関する学習機会と仲間作りの場
として継続して実施し、講座受講につなげていきた
い。

★★★

生涯学
習セン
ター
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2020

①アンガーマネジメントで毎日
笑顔
②冬休み父子工作教室
「父子でつくろう！LEDランプ
のランプシェード」

参加者
①24人
②父親と小学校1年生から3年生
の子どものペア　9組

①環境の変化や我慢することが増えたことによるイ
ライラを持つ人が増えた可能性があること、外出自
粛などで外に出る機会が減ったことなどが影響した
のか、募集開始からすぐに定員が埋まる応募があっ
た。男性の参加者もおり、また幅広い年齢層の参加
者がいたことから、市民のニーズに応じ、社会情勢
に即した講座が開催できた。
②父親が参加しやすいよう、休みの方が多いと思わ
れる土曜日の午前中に開催日を設定した。「子ども
がやりがいを感じられる内容でした。」などの感想
があった。

★★★

2021

①怒りの感情と上手につきあう
技術「アンガーマネジメント」
を学ぼう
②夏休み工作教室
「お父さんとつくろう！LEDの
カラフルなランプ」

参加者
①24人
②父親と小学校1年生から3年生
の子どものペア　8組

①参加募集開始から3日で、キャンセル待ちを含め
満員になったこと、30～70代の幅広い年齢層の方
が参加していることから、市民の関心が高いことが
うかがえる。
②30～40代の比較的若い年代の方に参加してもら
えるため、センター事業を知ってもらうきっかけに
なる講座である。人気、満足度ともに高いため、引
き続き実施したい。

★★★

男女平
等推進
セン
ター
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020

・妊娠届出をした妊婦全員を対
象とした専門職による面接の実
施
・地域子育て相談センターで実
施しているマイ保育園事業の訪
問業務と連携

・専門職による妊婦面接実施数
2,522件
・出生届出2,412件に対し、訪
問実施1,924件。うち71件は地
域子育て相談センターのマイ保
育園事業の訪問業務と連携。

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、緊急事態
宣言下のマイ保育園事業の訪問は実施されなかっ
た。また、その影響により、訪問の件数が減少し
た。なお、訪問の際には、感染予防対策を講じて実
施し、状況把握を行った。今後はオンライン相談な
どによる状況把握を検討し、取り組んでいく。
・今後も妊娠届出をした妊婦全員を対象とした専門
職による面接を早期に実施することにより、支援の
必要な方を早期に把握し、計画を立てて支援してい
く。
・今後もマイ保育園事業の訪問業務と連携し、全戸
訪問に向けた業務体制の確立に努めていくととも
に、訪問員に対して研修を実施するなど、内容の質
の向上に取り組んでいく。

★★

2021

・妊娠届出をした妊婦全員を対
象とした専門職による面接の実
施
・地域子育て相談センターで実
施しているマイ保育園事業の訪
問業務と連携

・専門職による妊婦面接実施数
1878件
・出生数2361件に対し、訪問
実施1934件、うち91件は地域
子育て相談センターのマイ保育
園事業の訪問業務と連携

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、訪問希
望者数やマイ保育園事業による訪問の件数が減少し
た。なお、訪問の際には、感染予防対策を講じた。
感染対策を行ったうえで訪問事業を継続したこと
で、各家庭の状況を把握することできた。
・妊娠届出をした妊婦全員を対象とした専門職によ
る面接を引き続き実施することにより、支援の必要
な方を早期に把握し、計画を立てて支援できた。支
援が必要な方が支援関係につながるように、引き続
き、就学前までの切れ目のない支援を継続してい
く。
・今後も、地域子育て支援センターのマイ保育園事
業による訪問業務と連携し、全戸訪問に向けた業務
体制の確立に努めていく。あわせて、訪問員に対し
て研修を実施するなど、訪問事業の質の向上に取り
組んでいく。

★★

保健予
防課

No.27  子育てに関する相談体制の充実

対象 :  市民

内容 :  子育てに不安を持つ親に対し、来所・電話相談などの相談体制の充実を図ります。また、他の専門機関との連携を強化し、ネットワーク化
を推進します。

97



2020

　マイ保育園事業実施園の拡充
と、子育てに関する相談に対応
できる体制づくりと連携の強化
を図る。

2021年4月現在
・マイ保育園事業実施園：70園
・マイ保育園事業登録者数：
3,781人
※複数園登録を含む（3園まで
可）
・マイ保育園事業利用者数
保護者：25,976人
子ども：29,868人
※いずれも、延べ人数
・マイ保育園実施園相談件数：
12,252件

　新型コロナウイルス感染症予防のため2020年4
月から2020年6月上旬まで子育てひろばを休止し
ていたこと、その後の利用者の人数制限等から、マ
イ保育園事業利用者数及び相談件数が前年度から大
きく減少した。
　今後は、2021年7月に、堺地域子育て相談セン
ターが子どもセンターぱお内に、町田地域子育て相
談センターが子どもセンターまあち内にそれぞれ移
転し、かつ相談対象を未就学児から18歳までに拡
充することで、乳幼児の親子や子どもが多く訪れる
子どもセンターで、より気軽な相談できる環境を整
え、相談体制の充実を図る。
　また、引き続き他の専門機関との連携を強化し、
ネットワーク化を推進していく。

★★★

2021

　マイ保育園事業実施園の拡充
と、子育てに関する相談に対応
できる体制づくりと連携の強化
を図る。

2022年4月現在
・マイ保育園事業実施園：70園
・マイ保育園事業登録者数：
2,602人
※複数園登録を含む（3園まで
可）
・マイ保育園事業利用者数
保護者：39,892人
子ども：43,361人
※いずれも、延べ人数
・マイ保育園実施園相談件数：
13,410件

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用
者数を制限する等の対策を講じたうえで実施した。
閉鎖期間のあった2020年度（4月から6月上旬閉
鎖）と比較し、マイ保育園事業利用者数は29,191
人、相談件数は1,157件、前年度から増加した。
　また、2021年7月に、堺地域子育て相談セン
ターが子どもセンターぱお内に、町田地域子育て相
談センターが子どもセンターまあち内にそれぞれ移
転し、かつ相談対象を未就学児から18歳までに拡
充することで、乳幼児の親子や子どもが多く訪れる
子どもセンターで、より気軽な相談できる環境を整
え、相談体制の充実を図った。
　2022年度は5月に鶴川地域子育て相談センター
が子どもセンターつるっこ内移転するとともに、子
どもセンターに移転した相談センターの開所日を週
5日から週6日増やし、より相談しやすい体制を整
える。また、引き続き他の専門機関との連携を強化
し、ネットワーク化を推進していく。

★★★

子育て
推進課
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2020
　女性悩みごと相談により女性
の抱える悩みごとを傾聴し、ア
ドバイスや情報提供を行った。

相談件数：54件
（女性悩みごと相談実施件数
2,166件中）

　本市の女性悩みごと相談の体制は、他市に比べ実
施日が多く、電話相談のあとに必要に応じて面接相
談や法律相談を行っている。
　相談件数は年々増加傾向にあり、相談窓口の周知
が着実に進んでいる。
　相談者の年齢が比較的高いため、学生である子ど
もの進路や成績、将来についての心配などの相談が
多かった。傾聴、必要に応じて情報提供を行った。
　2019年度に続き、これから子育てをするような
若い女性にもこの相談事業を認知してもらうため、
妊婦健診の検査票が入っている母子健康バッグに、
女性悩みごと相談の案内を入れた。また、子どもセ
ンターの女性化粧室に女性悩みごと相談周知用の
カードを設置した。今後も、子育てに悩みを抱える
方に相談先として認識してもらえるよう周知した
い。

★★★

2021
　女性悩みごと相談により女性
の抱える悩みごとを傾聴し、ア
ドバイスや情報提供を行った。

相談件数：34件
（女性悩みごと相談実施件数
2,278件中）

　本市の女性悩みごと相談の体制は、他市に比べ実
施日が多く、電話相談のあとに必要に応じて面接相
談や法律相談を行っている。
　相談者の年齢が比較的高いため、高校生、大学生
である子どもの進路や成績、新型コロナウイルスの
影響を受けてリモート授業になっていることなどの
相談が多かった。傾聴、必要に応じて情報提供を
行った。
　2020年度に続き、これから子育てをするような
女性にもこの相談事業を認知してもらうため、妊婦
健診の検査票が入っている母子健康バッグに、女性
悩みごと相談の案内を入れた。また、子どもセン
ターの女性化粧室に女性悩みごと相談周知用のカー
ドを設置した。今後も、子育てに悩みを抱える方に
相談先として認識してもらえるよう周知したい。

★★★

男女平
等推進
セン
ター
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

子ども
総務課

2020

・ひとり親家庭等に対する支援
制度や申請・相談窓口の周知を
図る。
・ひとり親家庭等に対し、手
当・医療費を助成することで、
経済的・精神的な家庭の安定と
自立の促進を支援する。

・広報・HPに情報を掲載すると
ともに、制度・申請・相談窓口
の周知を図った。
・子ども家庭支援センター、生
活援護課等関連部署と連携し、
個別的具体的な相談に対応する
等、ひとり親家庭等に対する支
援を行った。
・約4,300世帯のひとり親家庭
等に対し、総額約25億7000万
円の手当・医療費を助成した。
・新型コロナウイルス感染症へ
の経済対策として、約4,100世
帯のひとり親家庭等に対して、
総額約6億円の臨時特別給付金
を支給した。

・今後も、ひとり親家庭等の自立促進のため、支援
制度や申請・相談窓口の周知を図るとともに、経済
的支援を継続していく。

★★

内容 :  ひとり親家庭が、自立して安定した生活を送れるよう支援を行います。

対象 :  市民

No.28  ひとり親家庭への支援
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子ども
総務課

2021

・ひとり親家庭等に対する支援
制度や申請・相談窓口の周知を
図る。
・ひとり親家庭等に対し、手
当・医療費を助成することで、
経済的・精神的な家庭の安定と
自立の促進を支援する。

・広報・HPに情報を掲載すると
ともに、制度・申請・相談窓口
の周知を図った。
・子ども家庭支援センター、生
活援護課等関連部署と連携し、
個別的具体的な相談に対応する
等、ひとり親家庭等に対する支
援を行った。
・約4,100世帯のひとり親家庭
等に対し、総額約25億1000万
円の手当・医療費を助成した。
・新型コロナウイルス感染症へ
の経済対策として、約3,000世
帯の低所得のひとり親家庭等に
対して、総額約2.億3000万円
の臨時特別給付金を支給した。

・今後も、ひとり親家庭等の自立促進のため、支援
制度や申請・相談窓口の周知を図るとともに、経済
的支援を継続していく。

★★
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2020

　ひとり親家庭の生活全般や就
労、自立支援事業、福祉資金の
貸付に関する相談を受けてい
る。

ひとり親相談　相談件数延
1,243件
自立支援プログラム策定　策定
件数　9件
自立支援教育訓練給付金支給件
数 10件
高等職業訓練促進給付金支給人
数 12件
高等職業訓練修了支援給付金支
給人数　2件
ひとり親家庭ホームヘルプ事業
利用人数 10件
福祉資金貸付新規件数　0件

　ひとり親家庭に関する支援や制度全般について情
報提供を行っている。自立支援については、コロナ
禍で利用件数が例年より減少した。児童扶養手当の
基準内の所得を望む世帯が目立ち、増収やキャリア
アップの動機づけが難しい。
　子の学資などの貸付に関する相談も多いが、低所
得や債務超過などにより返済能力がなく貸付対象と
ならない世帯が多い。ライフプランを見据えた自立
支援相談をこころがけている。
　ホームヘルプサービスはひとり親家庭の生活や就
労の安定に有効であるが、コロナ禍の在宅ワーク等
により延べ利用数は大幅に減少した。利用要望に応
えられるよう契約派遣事業所の増加を試みている
が、ヘルパーの派遣単価が低く事業所負担が大きい
こと、派遣員の専門養成機関がなく担い手が少ない
ことが課題となっている。

★★★

2021

　ひとり親家庭の生活全般や就
労、自立支援事業、福祉資金の
貸付に関する相談を受けてい
る。

ひとり親相談　相談件数延
1,436件
自立支援プログラム策定　策定
件数　12件
自立支援教育訓練給付金支給件
数 10件
高等職業訓練促進給付金支給人
数 14件
高等職業訓練修了支援給付金支
給人数　2件
ひとり親家庭ホームヘルプ事業
利用人数 8件
福祉資金貸付新規件数　0件

　ひとり親家庭に関する支援について、相談者向け
リーフレットを改訂するなど、わかりやすい情報提
供に努め、サービス利用の促進を図った。
　今後も、制度の更なる周知を図り、ニーズがある
方の制度利用促進に努める。

★★

子ども
家庭支
援セン
ター
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020

　2012年11月よりフリー
ペーパー「ハートページ」を作
成し、用意した部数のほぼ全て
を市及び関係機関の窓口にて配
布している。

　2020年度は、2020～
2021年版を昨年度同様
12,000部発行した。
　また、発行元のホームページ
にてインターネット版のサービ
ス提供もしている。

　ハ－トペ－ジは、「介護」と「介護保険」に関す
る町田市のナビ・マガジンで、介護保険のサ-ビス
内容や町田市内の様々な施設やサービスを提供する
事業所が掲載されている冊子である。
　引き続き、介護情報の提供のためにハートページ
を作成する。

★★

2021

　2012年11月から、フリー
ペーパー「ハートページ」を作
成し、市庁舎・市民センター及
び高齢者支援センターの窓口で
配布している。

　2021年度は、2021～
2022年版のハートページを
12,000部発行した。
　あわせて、ホームページ版の
ハートページでは、介護サービ
ス事業所の検索機能を提供し
て、利用者の利便性の向上を
図っている。

　ハ－トペ－ジは、介護が必要になった方や、ご家
族のための「介護」と「介護保険」に関するナビ・
マガジンである。介護保険サービスの使い方や、町
田市内の様々な施設やサービスを提供する事業所な
どの掲載内容の充実を図ってきた。引き続き、内容
の充実を図っていく。

★★

内容 :  介護施設、介護サービス内容などの情報誌の作成、ホームページでの紹介など介護情報の充実と提供を行います。

No.29  介護に関する情報収集・提供

対象 :  市民

【めざすべき姿Ⅱ】【基本施策2】仕事と家庭生活の調和に向けた育児・介護の支援
【施策の方向Ⅱ－2－2】介護に対する支援

介護保
険課
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020
・家族介護者教室
・認知症サポーター養成講座

・15回
・65回

・家族介護者教室については、新型コロナウイルス
感染拡大に伴い、昨年度から実施回数は減少したも
のの、市内12カ所の高齢者支援センターで、地域
の家族介護者のニーズを把握し、アンガーマネジメ
ント等のテーマで講座を実施した。引き続き感染防
止を徹底し、介護に関する知識の啓発に努める。
・認知症サポータ養成講座について、新型コロナウ
イルス感染拡大に伴い、昨年度から実施回数、養成
人数ともに減少し、養成人数は1552人となった。
引き続き感染防止を徹底し、認知症の正しい理解を
啓発する講座を実施していく。

★★

2021

・ 各高齢者支援センターで 要
介護高齢者の家族などに対して
介護方法や知識の啓発を目的に
家族介護者教室を実施した。
・認知症を正しく理解し、認知
症の人や家族を地域で見守るこ
とを目的とした、認知症サポー
ター養成講座を実施した。

・15回
・52回

・家族介護者教室については、市内12カ所の高齢
者支援センターで、地域の家族介護者のニーズを把
握し、福祉用具の使い方講座等を実施した。引き続
き感染防止を徹底し、介護に関する知識の啓発に努
める。
・認知症サポータ養成講座について、新型コロナウ
イルス感染拡大に伴い、昨年度から実施回数は減少
したものの、1,699人を養成した。引き続き感染防
止を徹底し、認知症の正しい理解を啓発する講座を
実施していく。

★★

内容 :  介護者のワーク・ライフ・バランスを保てるよう、介護サービスや介護予防事業の充実を図り、サービス利用の方法などの案内を充実しま
す。

No.30  介護者のワーク・ライフ・バランス推進のための啓発

対象 :  市民

高齢者
福祉課
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2020

　2019年に作成した、介護
サービスや介護予防事業の利用
方法等について説明した「介護
保険のしおり」を、新規に介護
認定を受けられた方に配布して
いる。

・第7期町田市介護保険事業計
画に対応した介護保険のしおり
を作成し、新規に介護認定を受
けられた方に配布している。
・第8期町田市介護保険事業計
画に対応した介護保険のしおり
の配布に向けた準備を進めた。

　2020年度は、今までの取り組みを継続して行う
年となった。
2021年度から第8期町田市介護保険事業計画が始
まり、事業計画初年度のため市民に向けた説明会を
実施する予定である。
　引き続き、介護者のワーク・ライフ・バランスを
保ち、サービス利用の方法などの案内を充実をさせ
ていく。

★★

2021

　「町田市いきいき長寿プラン
21-23（第8期町田市介護保険
事業計画）」の説明会を実施し
た。
　介護サービスや介護予防事業
の利用方法等について説明した
「介護保険のしおり」を作成
し、配布した。

・2021年度は、計画初年度の
ため、市民向けの説明会を実施
した。
・「介護保険のしおり」を、当
初の介護保険料納入通知書に同
封し、全ての被保険者に送付し
た。また、転入者や65歳到達者
にも、もれなく配布した。

　2021年度は、今までの取り組みを継続して行っ
た。
全ての被保険者へ介護保険のしおりを送付すること
で、介護サービスや介護予防事業の利用方法等につ
いて、情報提供を行うことができた。
　2022年度は、新たに被保険者となった方へ介護
保険のしおりを配布し、情報提供を行っていく。
　引き続き、介護者のワーク・ライフ・バランスを
保ち、サービスの利用方法などの案内を充実を図っ
ていく。

★★

介護保
険課

105



担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

防災課 2020

・地域・施設管理者・行政の三者が
話し合いを行う避難施設関係者合同
連絡会（新型コロナウイルス感染症
拡大防止の観点から、合同形式で実
施）において避難施設開設運営訓練
への女性の参加を促した。
・自主防災組織を対象とした自主防
災組織リーダー講習会にて、町内会
自治会の防災委員で活躍されている
女性委員を講師に招き、女性の視点
からみた防災活動について講演いた
だいた。加えて、避難施設運営に必
要な視点（女性、子ども等）をテー
マにグループワークを行った。

・避難施設関係者合同連絡会
実施回数：合同で20回
女性の参加割合：約15％
・自主防災組織リーダー講習会
実施回数：1回
女性の参加割合：約12％

　合同連絡会、開設運営訓練及びリーダー講習
会では、3密を避けるため参加人数に制限を行っ
たことが、結果として女性の参加率の低下につ
ながったと推測される。
　今後については、全市民を対象に、男女平等
や子どもの部署と連携しながら、女性向け・パ
パママ向けの講習等の実施に取り組み、市民一
人ひとりが防災リーダーとして活躍できるよう
努めたい。

★★

【めざすべき姿Ⅱ】【基本施策3】地域における男女平等参画の推進
【施策の方向Ⅱ－3－1】男女がともに参画する地域社会づくり

No.31　男女平等参画の視点を踏まえた防災対策の推進

対象 ：  市民、市組織

内容 ：  男女平等参画の視点を盛り込んだ防災対策を実施するとともに、災害発生時を想定した避難支援についての検討を行います。
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防災課 2021

・地域・施設管理者・行政の三者が
話し合いを行う避難施設関係者連絡
会については、新型コロナウイルス
感染症の影響から開催を断念した
が、書面により災害対策の周知・啓
発を図ったほか、地域の繋がりを絶
やさぬよう自主防災組織内での情報
の引継ぎを促した。
・自主防災組織を対象とした自主防
災組織リーダー講習会では、東日本
大震災において避難生活を経験され
た女性講師を招き、女性の視点から
みた防災活動について講演いただい
た。加えて、避難施設運営に必要な
配慮や視点（女性、子ども、障がい
者等）をテーマにグループワークを
行った。

・自主防災組織リーダー講習会
実施回数：1回
女性の参加割合：21.2％

　自主防災組織リーダー講習会では、男女平等
参画の視点を盛り込んだ講演会やグループワー
クを実施し、その結果、女性の参加割合が
2020年度の12.0％から2021年度は21.2％
に増加した。
　振り返りのアンケート結果では、地域で役に
立ちそうな知識を取得できたと感じている参加
者が多く、参加者の満足度が高いという結果が
得られた。一方で、ご近所同士や地域内での安
否確認や救出救助活動は大事だと回答した参加
者が多いものの、実際には人手不足等で実践で
きないのではないかと考えている意見も多かっ
た。
　今後については、これらの意見を踏まえ、こ
れまでの男女平等参画の取組みに加え、若年層
や子育て世代を含む全市民を対象に、庁内関連
部署及び関係機関と連携しながら、目的やニー
ズに応じた講習会を年間を通じて実施するほ
か、児童生徒等が将来の地域防災力の担い手と
なるよう、消防団員、自主防災組織員等による
講演や体験学習、防災訓練等の防災教育を推進
する。また、ＳＮＳなどを活用した避難情報の
発信や、防災訓練の実施方法等を動画配信する
など情報伝達・普及啓発のデジタル化に取り組
む。

★★
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2020
防災講座
「女性のための防災講座」

参加者：16人

　2021年3月に実施した。募集開始とともに、
定員を上回る応募があったが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響かキャンセルも出てしまっ
た。
　アンケート結果にて、参加のきっかけが「女
性の視点からの防災ということに興味を持っ
た」という方がおり、ニーズがあることがうか
がえた。
　来るべき巨大災害に備え、少しでも多くの女
性に知識や心構えを習得してもらうため、今後
も継続して講座の開催を行っていきたい。

★★

2021
防災講座
「女性のための防災講座」

参加者：16人

　地震が頻発した時期に実施したため、参加者
の意欲が高かった。参加者の中には、男性もい
た。
　近年、地震、豪雨などの災害が頻発している
ため、引き続き意識啓発を実施したい。

★★

男女平
等推進
セン
ター
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

★★
市民協
働推進
課

2020

・地域で活動する団体や地区協議会
の事業について、町田市ホームペー
ジに掲載

・町田市町内会・自治会連合会と連
携した、ホームページによる町内
会・自治会活動に関する情報提供

・町田市市民協働フェスティバル
「まちカフェ！」の開催を通じて、
団体の活動発表や情報共有の場をつ
くる

・地域情報誌「まちびと」を通じ
た、地域活動に関する情報提供

・町田市地域活動サポートオフィス
に、地域活動に関する情報発信、相
談等を業務委託

・町田市ホームページに地域で
活動する団体や地区協議会の事
業を掲載し、随時更新した。

・町田市町内会・自治会連合会
のホームページで、町内会・自
治会情報を発信した。

・第14回市民協働フェスティバ
ル「まちカフェ！10days」を
2020年12月4日～11日開催。
73団体が参加・協力し、2,002
人の方が来場。

・地域情報誌「まちびと」を発
行し、町内会・自治会や地域活
動団体の活動の紹介を行った。

・町田市地域サポートオフィス
実績
　相談件数　137件
　広報紙発行　10回
　講座開催　24回

・随時更新を行うことで、最新の情報を提供す
ることができた。今後も同様に取り組む。

・コロナ禍でイベントの中止が相次ぎ、イベン
ト情報の発信はほとんどできなかったが、助成
金制度の情報提供やオンラインでの防災動画配
信を行った。今後もイベント情報のみならず、
町内会に関する情報を積極的に発信していきた
い。

・市民協働フェスティバル「まちカフェ！」
は、新型コロナ感染症拡大のため従前の市庁舎
での開催が困難となったが、中止とするのでは
なく、市内分散・オンラインで開催した。開催
方式変更のため、参加団体・来場者が減少した
ので、来年度はを参加団体・来場者の増加を目
指し、地域活動団体の魅力発信や、団体同士の
交流を図る。

・地域活動に興味を持ってもらえるよう、
2020年度は、年5回、地域情報誌「まちびと」
を発行した。2021年度は「まちびと」を休刊
し、新たに地域活動に関する情報発信を行う。

・町田市地域活動サポートオフィスに業務委託
することで、地域活動について専門性の高い相
談業務や講座を実施することができた。今後も
町田市地域活動サポートオフィスと連携し地域
活動に参加しやすい環境を整えます。

対象 ：  市民、事業者

No.32　地域活動に参加しやすい環境づくり

内容 ：  町内会・自治会、NPOなどの地域活動に関する情報の収集・提供を行います。また、ボランティア制度の整備や地域と連携したイベン
トを行うことで、男女ともに地域活動に参加しやすい環境を整えます。
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★★★
市民協
働推進

課
2021

・町田市市民協働フェスティバル
「まちカフェ！」の開催を通じて、
団体の活動発表や情報共有の場をつ
くる

・地区協議会における活動の支援

・地域で活動する団体や地区協議会
の事業について、町田市ホームペー
ジに掲載

・町田市町内会・自治会連合会と連
携した、ホームページによる町内
会・自治会活動に関する情報提供

・地区協議会活動報告冊子「The
Road 町田人」を通じた、地域活動
に関する情報提供

・町田市地域活動サポートオフィス
に、地域活動に関する情報発信、相
談等を業務委託

・第15回町田市市民協働フェス
ティバル「まちカフェ！」を
2021年11月27日～12月12
日に開催。81団体が参加・協力
し、約3,000人の方が来場。

・地区協議会の運営支援を行っ
た結果、2021年度は38事業が
実施された。

・町田市ホームページに地域で
活動する団体や地区協議会の事
業を掲載し、随時更新した。

・町田市町内会・自治会連合会
のホームページで、町内会・自
治会情報を発信した。

・地区協議会活動報告冊子
「The Road 町田人」を発行
し、地区協議会で活動している
人の紹介を行った。

・町田市地域サポートオフィス
実績
　相談件数　156件
　広報紙発行　10回
　講座開催　28回

・市民協働フェスティバル「まちカフェ！」
は、昨年に続き、新型コロナ感染症拡大のため
従前の市庁舎ではなく、市内各地の会場及びオ
ンラインで開催した。イベントのオンライン化
の支援を手厚く行った結果、前年度より来場者
数が約1000人増加した。引き続き、地域活動
団体の魅力発信や、活性化を支援し、地域活動
に参加しやすい環境を整備する。

・新型コロナ感染症拡大のため、準備を進めて
いたイベントが中止となった事業が多くあった
が、活動を通して地域活動団体及び住民同士の
交流が深められた。引き続き、支援を実施した
い。

・随時更新を行うことで、最新の情報を提供す
ることができた。今後も同様に取り組む。

・コロナ禍でイベントの中止が相次ぎ、イベン
ト情報の発信はほとんどできなかったが、助成
金制度の情報提供やオンラインでの防災動画配
信を行った。今後もイベント情報のみならず、
町内会に関する情報を積極的に発信していきた
い。

・地域活動に興味を持ってもらえるよう、地域
で活動する人を紹介する地区協議会活動報告冊
子「The Road 町田人」を発行した。配架先と
して、新たな民間企業にご協力いただいたこと
で、これまでＰＲできなかった層に周知でき
た。2022年度も継続して実施していきたい。

・町田市地域活動サポートオフィスに業務委託
することで、地域活動について専門性の高い相
談業務や講座を実施することができた。今後と
も町田市地域活動サポートオフィスと連携し地
域活動に参加しやすい環境の整備を進めてい
く。
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2020

　65歳以上の市民を対象とし、活
動受入施設（団体）でボランティア
活動を行うとポイントが貯まり、そ
のポイントを商品券や図書券等に交
換できるいきいきポイント制度を実
施した。
　地域貢献活動や社会参加を支援
し、参加者自身の介護予防や健康増
進を図ることを目的とする。

・活動者向け登録研修15回
・活動者向け研修1回実施
・活動者向け情報誌2回発行
・2020年度末の登録者数
2,171人、活動受入施設（団
体）数243ヶ所

・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、施設の
ボランティア受入が激減したこと及び高齢者が
活動を自粛したことにより、2020年度の活動
受入施設（団体）は2ヶ所の減少、登録者は2人
の増加にとどまり、例年に比べ大きく伸び悩ん
だ。
・新型コロナウイルス感染が収束し、活動が正
常化した暁には、活動の拡大に向けて制度の周
知に努めていく。

★

2021

　65歳以上の市民を対象とし、活
動受入施設（団体）でボランティア
活動を行うとポイントが貯まり、そ
のポイントを商品券や図書券等に交
換できるいきいきポイント制度を実
施した。
　地域貢献活動や社会参加を支援
し、参加者自身の介護予防や健康増
進を図ることを目的とする。

・活動者向け登録研修13回
・活動者向け研修1回実施
・活動者向け情報誌2回発行
・2021年度末の登録者数
2,131人、活動受入施設（団
体）数244ヶ所

・昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症の
影響から、新規の登録者が感染拡大前と比較す
ると大幅に減少しており、登録者数が伸び悩ん
でいる。
また、施設(団体)のボランティア受入も影響を受
け、活動が停滞している状況である。
・感染対策を行った上で開催した活動者向け研
修では、活動の再開を望む声や、これまで活動
していた施設の状況を気に掛ける声があがっ
た。
・今後、各施設(団体)の新しい生活様式における
活動を注視しながら、制度の周知に努めてい
く。

★

高齢者
福祉課
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2020

・「附属機関等に関する調査」を実
施する際に、各附属機関等における
男女構成比率を確認し、町田市公式
ホームページ上に附属機関等の状況
を公開する際に男女構成比率も併せ
て公開している。
・「町田市附属機関等の設置及び運
営に関する要綱」の規定に基づき、
各所管課が委員を委嘱する際に男女
構成比率を確認し、一方が40％未
満になる場合、その理由を委嘱起案
で明らかにさせるとともに改善を促
した。

・附属機関等の女性委員の割合
28.8％（前年度から0.9ポイン
ト増）
・女性委員のいる附属機関等の
割合
80.9％（前年度から1.4ポイン
ト減）
・市民委員（公募含む）におけ
る女性の割合
45.7％（前年度から7.8ポイン
ト増）
※2021年4月1日時点

　附属機関等の女性委員の割合及び市民委員に
おける女性の割合は、前年度から増加したが、
目標を達成することはできなかった。

　総務課では現在、所管課が委員を決定する手
続きにおいて、委員の男女構成比率を確認し、
一方が40％未満になる場合、改善を促してい
る。
　今後はこれに加え、委員選任前の段階で、男
女比率の適正化が留意されるように、各所管課
に通知を行うこととした。

★

2021

・各附属機関等の委員の男女比率を
毎年度調査し、町田市公式ホーム
ページで公開している。
・附属機関等の委員選任時に男女比
率を確認し、一方が40％未満にな
る場合、所管課に対しその理由を明
らかにさせるとともに改善を促し
た。
・2021年4月には、委員選任前の
段階で委員の男女比率の適正化に留
意するよう所管課に通知を行った。

・附属機関等の女性委員の割合
29.5％（前年度から0.7ポイン
ト増）
・女性委員のいる附属機関等の
割合
84.8％（前年度から3.9ポイン
ト減）
・市民委員（公募含む）におけ
る女性の割合
47.6％（前年度から1.9ポイン
ト増）
※2022年4月1日時点

　附属機関等の女性委員の割合は、前年度から
増加したが、目標を達成することはできなかっ
た。
　総務課では現在、所管課が委員を決定する手
続きにおいて、委員の男女比率を確認し、一方
が40％未満になる場合、改善を促している。
　今後も委員選任前の段階で、男女比率の適正
化に留意するよう、年度当初に所管課へ通知を
行う。
　これに加え、関係団体に対し、女性委員の積
極的任用に協力を依頼するため、推薦依頼の参
考様式を総務課で作成し、所管課へ周知する。

★

内容 ：  審議会・委員会等において、女性比率40％をめざします。また、審議会・委員会等の場に委員が参画しやすいよう環境整備を進めま
す。

総務課

対象 ：  市組織

No.33　審議会・委員会等への女性の登用促進及び環境の整備
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2020

　審議会・委員会等の女性比率を調
べ、男女平等推進会議（会長：副市
長、委員：各部長　計22名）にお
いて、報告を行った。

　男女平等推進会議において、
審議会、委員会等の女性比率の
報告を行った。

　庁内全体の審議会・委員会等の女性比率は
30％前後を推移しており、計画の成果指標であ
る40％以上には達していない。
　2020年度は、女性比率が少ない審議会等を
所管する庁内関係部署にアンケートを実施して
現状を把握し、関係部署に内閣府が提供してい
る「女性リーダー人材バンク」などの情報を提
供し、女性の積極的任用について働きかけを
行った。

★★

2021

　審議会・委員会等の女性比率を調
べ、男女平等推進会議（会長：副市
長、委員：各部長　計22名）にお
いて、報告を行った。

　男女平等推進会議において、
審議会、委員会等の女性比率の
報告を行った。

　庁内全体の審議会・委員会等の女性比率は
30％前後を推移しており、計画の成果指標であ
る40％以上には達していない。
　2021年度に実施した、「町田市男女平等参
画に関するアンケート」の結果、「もう少し女
性が増えた方が良い」と回答した市民が6割以上
となっている。
　引き続き、審議会・委員会等の女性比率が増
加するよう働きかける必要がある。

★★

男女平
等推進
セン
ター
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（参考）男女平等参画協議会名簿・男女平等推進会議名簿 
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※敬称略/区分ごと・五十音順

氏　名 所　属 区　分

【いしざか　とくのり】

◎石阪　督規 埼玉大学　教授 学識経験者

【おかもと　なおこ】

○岡本　直子
岡本社会保険労務士事務所

社会保険労務士
〃

【こんどう　わかな】

近藤　わかな
多摩総合法律事務所　弁護士 〃

【しもだ　ゆきこ】

下田　幸子
CAP　たんぽぽ　代表 〃

【ちゃたに　たけし】

茶谷　武志
株式会社　経営支援　代表取締役 〃

【すずき　さとる】

鈴木　悟
町田商工会議所事務局長 男女平等推進に関係する団体の代表

【よしうら　かずゆき】

吉浦　和幸
三輪保育園　園長

町田市法人立保育園協会会長
〃

【たかはし　ようこ】

高橋　陽子
公募市民

【つばき　みちひろ】

椿　美智博
〃

【わたなべ　えつこ】

渡邊　悦子
〃

◎　会長　　○　副会長

2022年度町田市男女平等参画協議会委員名簿
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所属職名 氏名 所属職名 氏名

副市長 ◎榎本　悦次 保健所長 河合　江美

市民部市民協働推進担当部長 ○大貫　一夫 子ども生活部長 神田　貴史

政策経営部長 神蔵　重徳 経済観光部長 堀場　淳

政策経営部経営改革室長 黒田　豊 環境資源部長 野田　好章

政策経営部広報担当部長 遠藤　雅子 道路部長 萩野　功一

総務部長 高橋　晃 都市づくり部長 窪田　高博

財務部長 井上　誠 下水道部長 荻原　康義

防災安全部長 水越　祐介 議会事務局長 鈴木　秀行

市民部長 樋口　真央 学校教育部長 石坂　泰弘

文化スポーツ振興部長 篠崎　陽彦 生涯学習部長 佐藤　浩子

地域福祉部長 中村　哲也 町田市民病院事務部長 服部　修久

いきいき生活部長 岡林　得生
◎：会長　○：副会長

2022年度町田市男女平等推進会議委員名簿
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